




ご
あ
い
さ
つ

本
年
五
月
一
日
、天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て
は
、第
百
二
十
六
代
天
皇
と
し
て
、御
即
位
あ
そ
ば
さ
れ

ま
し
た
。こ
の
御
慶
事
を
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

一
方
、今
般
の
御
代
替
に
伴
い
制
定
さ
れ
た「
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
」の
附
帯
決
議
は
、

「
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
の
諸
課
題
」と「
女
性
宮
家
の
創
設
等
」に
つ
い
て
、法
施
行
後
速
や
か

に
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、今
後
、こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
の
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

神
道
政
治
連
盟
国
会
議
員
懇
談
会
で
は
、こ
の
機
に
あ
た
り
、歴
史
的
に
男
系
継
承
が
古
来
例
外
な
く
維
持

さ
れ
て
き
た
重
み
を
踏
ま
え
つ
つ
、皇
室
の
将
来
的
安
泰
化
に
向
け
た
方
策
等
に
つ
い
て
、会
員
相
互
で
一
層

理
解
を
深
め
、認
識
を
共
有
す
る
べ
く
、勉
強
会
を
開
催
し
ま
し
た
。此
度
、勉
強
会
の
議
事
録
を
取
り
纏
め
、

報
告
書
を
発
行
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。安
定
的
な
皇
位
継
承
の
方
途
を
考
え
る
上
の
一
助
と
し
て
、本
会

会
員
は
も
と
よ
り
、神
社
関
係
者
を
は
じ
め
、多
く
の
皆
様
に
御
高
覧
戴
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

結
び
に
あ
た
り
、御
多
忙
の
と
こ
ろ
御
講
演
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
、御
挨
拶
と
致
し
ま
す
。
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何
を
基
準（
前
例
）と
す
る
の
か

皇
位
継
承
、ま
た
皇
族
の
御
身
位
を
考
え
る
上
で
は
、

現
在
の
法
律
だ
け
で
な
く
、そ
れ
に
先
立
つ
法
律
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。そ
の
上
で
、

皇
位
継
承
を
考
え
る
に
あ
た
り
、何
を
基
準（
前
例
）と
す

る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、ま
ず
は
考
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。皇
室
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
長
い
歴
史
を
振
り
返

る
中
で
、構
造
的
か
つ
制
度
的
に
最
も
整
備
さ
れ
て
い
た

の
は
、明
治
の
諸
法
令
で
す
。明
治
以
前
に
つ
い
て
も
、確

か
に
律
令
等
の
法
令
や
慣
習
の
積
み
重
ね
が
あ
り
ま
し
た

が
、こ
れ
ら
を
確
認
・
検
証
・
整
備
し
、近
代
国
家
の
法
律

と
し
て
形
作
ら
れ
た
の
が
、明
治
の
皇
室
諸
法
令
で
あ
り

ま
す
。こ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、ま
ず
は
明
治
の
諸
法
令
を
根

拠
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。一
方
で
、

こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
省
み
ず
、突
然
に
奈
良
時
代
や
平
安

時
代
の
例
の
み
を
参
考
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、我
が

国
が
奈
良
時
代
や
平
安
時
代
に
戻
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、

現
代
に
お
い
て
、そ
の
よ
う
な
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
な
の

で
し
ょ
う
か
。勿
論
、そ
れ
は
難
し
い
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な

今
回
は「
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
の
諸
課
題
」等
に
つ
い
て
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。今
般
の
御
代
替
に
伴
い
、一
昨
年
に
制
定
さ
れ
た
、「
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
に
対

す
る
附
帯
決
議
」で
は
、「
政
府
は
、安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
の
諸
課
題
、女
性
宮
家
の
創
設
等

に
つ
い
て
、皇
族
方
の
御
年
齢
か
ら
し
て
も
先
延
ば
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
、本
法
施
行
後
速
や
か
に
、皇
族
方
の
御
事
情
等
を
踏
ま
え
、全
体
と
し
て
整
合
性
が
取
れ
る
よ
う
検
討

を
行
い
、そ
の
結
果
を
、速
や
か
に
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
」が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。こ
の
中
に
は
、検
討
す

べ
き
課
題
と
し
て
二
つ
の
事
項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。一
つ
目
が「
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め

の
諸
課
題
」で
す
。「
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
」に
は
何
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
、ま
ず
は
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。こ
の
点
、「
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
」

に
、ま
ず
は「
皇
族
の
増
加
」を
図
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
し
て
、そ
の「
皇
族
の
増

加
」こ
そ
が
、「
皇
位
継
承
権
者
の
増
加
」に
つ
な
が
っ
て
い
く
。そ
う
い
っ
た
段
階
を
踏
ん
だ
検
討
が
必
要
で

あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。二
つ
目
の「
女
性
宮
家
の
創
設
」に
つ
い
て
は
、「
女
性
宮
家
」と
い
う
言
葉
が
、何
を

意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
女
性
宮
家
」に
つ
い
て
は
定
義
が
未
詳

の
ま
ま
で
あ
り
、ど
う
い
っ
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

「
女
性
宮
家
」と
一
言
で
い
っ
て
も「
女
性
を
当
主
と
す
る
宮
家
」な
の
か「
女
系
に
て
相
続
さ
れ
る
宮
家
」な
の

か
、様
々
な
意
見
が
あ
り
、現
段
階
で
は
、定
義
が
不
明
確
な
ま
ま
議
論
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。本
日
は
、こ
の
辺
り
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
も
思
い
ま
す
。

令
和
元
年
五
月
十
七
日
（
金
）
勉
強
会  

報
告
　
／
　
講
師
　
浅
山  

雅
司
先
生
（
神
社
本
庁
総
合
研
究
部
長
）

「
安
定
的
な
皇
位
継
承
を

確
保
す
る
た
め
の
諸
課
題
」
等
に
つ
い
て
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②
皇
位
継
承
の
原
則
に
つ
い
て

皇
位
継
承
の
原
則
に
つ
い
て
は
、新
旧
典
範
共
に
、「
男

系
男
子
の
世
襲
」を
規
定
し
て
い
ま
す
。現
行
憲
法
の
中
に

は「
男
系
男
子
の
世
襲
」に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、皇
位
継
承
に
関
す
る
基
本
と
な
る
新
旧
典
範
に
は
明

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、当
然
、尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

③
皇
位
継
承
の
順
位
に
つ
い
て

皇
位
継
承
の
順
位
に
つ
い
て
は
、新
旧
典
範
共
に
、ほ
ぼ

同
じ
内
容
で
あ
り
、新
典
範
で
は
第
二
条
の「
各
号
」と
し

て
、旧
典
範
で
は
第
二
条
乃
至
第
八
条
の「
各
条
」と
し
て

明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。い
ず
れ
も
皇
位
継
承
の
順
位
に
つ

い
て
、ま
ず「
皇
長
子
」、「
皇
長
孫
」と「
皇
長
子
」の
系

統
、次
い
で「
皇
次
子
」の
系
統
、そ
し
て「
そ
の
他
の
皇
子

孫
」と
し
て「
直
系
」で
の
継
承
を
第
一
と
し
、該
当
す
る

皇
族
が
い
な
い
場
合
に
は「
皇
兄
弟（
及
び
そ
の
子
孫
）」、

「
皇
伯
叔
父（
及
び
そ
の
子
孫
）」の
継
承
を
規
定
し
て
い

ま
す
。

こ
こ
ま
で
の
範
囲
で
、皇
位
継
承
権
者
が
不
在
で
あ
っ

た
場
合
、新
旧
典
範
共
に
同
様
の
規
定
が
あ
る
の
で
す
。

新
典
範
第
二
条
第
二
項
に
は「
前
項
各
号
の
皇
族
が
な
い

と
き
は
、皇
位
は
、そ
れ
以
上
で
、最
近
親
の
系
統
の
皇
族

に
、こ
れ
を
伝
え
る
」と
あ
り
、旧
典
範
第
七
条
で
は「
皇

伯
叔
父
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
以
上
ニ
於

テ
最
近
親
ノ
皇
族
ニ
伝
フ
」と
定
め
て
い
ま
す
。つ
ま
り
こ

れ
ら
は
直
系
の
み
な
ら
ず
、「
傍
系（
支
系
）」で
の
継
承

を
規
定
す
る
も
の
で
す
。新
旧
典
範
の
条
文
で
は
微
妙
な

文
言
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、こ
の「
傍
系
」継
承
の
明
示

に
つ
い
て
、皇
位
継
承
に
か
か
る
今
後
の
議
論
の
中
で
、確

認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
傍
系
」
継
承

に
つ
い
て
は
、皇
室
の
戸
籍
に
相
当
す
る「
皇
統
譜
」に
関

す
る
皇
室
令
で
あ
る「
皇
統
譜
令
」の
第
二
十
七
条
に
は

「
天
皇
支
系
ヨ
リ
入
テ
大
統
ヲ
承
ケ
タ
ル
場
合
」と
の
文

言
が
あ
り
、現
在
の
政
令
と
し
て
の「
皇
統
譜
令
」も「
こ

の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
外
、皇
統
譜
に
関
し
て
は
、当
分

の
間
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。」と
し
て
同
様
の
理
解
に

あ
り
ま
す
。

く
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。で
あ
る
な
ら
ば
、現
代
の
我
々
の

生
活
に
一
番
近
い
、明
治
の
諸
法
令
を
ま
ず
第
一
の
手
本
と

す
る
こ
と
が
最
も
良
い
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。ま
ず
は
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

こ
の
点
、皇
室
の
制
度
、特
に
皇
族
の
御
身
位
に
関
し

て
、昭
和
二
十
二
年
五
月
二
日
に
廃
止
さ
れ
た
、戦
前
の
主

な
法
律
と
し
て
①
皇
室
典
範（
旧
典
範
）、②
皇
室
典
範

増
補（
旧
増
補
）、③
皇
族
身
位
令（
身
位
令
）、④
皇
室
親

族
令（
親
族
令
）の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。そ
れ
に
対
し

て
、現
在
の
皇
室
に
関
す
る
法
律
と
し
て
は
、①
皇
室
典
範

（
新
典
範
）、②
皇
室
経
済
法
、③
皇
室
経
済
法
施
行
法

の
三
つ
が
あ
り
ま
す
が
、皇
室
・
皇
族
の
御
身
位
に
関
す
る

法
律
は
皇
室
典
範
一
つ
の
み
で
す【
資
料
④
】。新
典
範
で

は
、旧
典
範
と
変
わ
ら
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、そ
の
多

く
は
、根
拠
と
な
る
条
文
を
失
い
、民
法
や
そ
の
他
の
法
律

を
援
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い

え
ま
す
。い
ま
一
度
、皇
室
・
皇
族
の
御
身
位
に
関
す
る
法

律
等
の
整
備
は
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

皇
室・皇
族
の
御
身
位
に
つ
い
て【
資
料
①
】

①
皇
族
の
定
義
に
つ
い
て

皇
族
の
定
義
に
つ
い
て
、新
旧
典
範
は
、そ
れ
ぞ
れ
皇
族

の「
範
囲
」に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。新
典
範
で
は
、第

五
条
及
び
第
六
条
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、旧
典
範
で
は
、

第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
で
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。新

旧
典
範
で
は
世
数
に
よ
る
呼
称
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、

天
皇
の
子
孫
を
皇
族
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
共
通
し

て
い
ま
す
。ま
た
、新
旧
典
範
共
に「
永
世
皇
族
制
」を
採

用
し
て
お
り
、原
則
と
し
て「
世
数
限
定
制
」を
と
っ
て
い

ま
せ
ん
。つ
ま
り
、皇
族
は
子
々
孫
々
に
わ
た
り
皇
族
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。皇
族
の
定
義
に
つ
い

て
、伊
藤
博
文
著『
憲
法
義
解
』の「
皇
室
典
範
義
解
」で

は
、「
皇
族
と
は
凡
そ
皇
胤
の
男
子
及
其
の
正
配
及
皇
胤

の
女
子
を
謂
ふ
。凡
そ
皇
族
の
男
子
は
皆
皇
位
継
承
の

権
利
を
有
す
る
者
な
り
。」と
定
義
し
て
い
ま
す
。ま
ず
は

こ
れ
が
基
本
で
あ
っ
て
、現
在
も
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
え

ま
す
。 
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ま
た
、大
正
九
年
に
は「
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
施
行
準

則
」が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。こ
れ
は
、天
皇
の
四
世
孫（「
親

王
」）以
降
の「
王
」に
関
し
て
は
、長
子
系
四
世
孫
ま
で
を

除
き
、「
勅
旨
ニ
依
リ
家
名
ヲ
賜
ヒ
華
族
」と
な
る
こ
と
を

規
定
し
て
い
ま
す
。

明
治
初
期
、明
治
天
皇
に
は
長
ら
く
お
子
様
が
お
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。明
治
十
二
年
の
嘉
仁
親
王（
大
正
天
皇
）

が
誕
生
さ
れ
る
ま
で
に
、四
方
の
お
子
様
が
死
産
・
夭
逝

さ
れ
て
い
ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
当
時
は
、多
く
の
皇
族
を
確

保
す
る
こ
と
が「
安
定
的
な
皇
位
継
承
」の
た
め
に
必
要

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。し
か
し
、明
治
四
十
年
に

は
、皇
太
子
・
嘉
仁
親
王
は
裕
仁
親
王（
昭
和
天
皇
）、雍

仁
親
王（
秩
父
宮
）、宣
仁
親
王（
高
松
宮
）と
お
子
様
に

恵
ま
れ
、旧
典
範
に
請
願
に
も
と
づ
く
降
下
を
可
能
と
す

る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
大
正

八
年
に
は
、大
正
天
皇
の
直
宮
は
崇
仁
親
王（
三
笠
宮
）

を
加
え
た
四
方
と
な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
よ
う
な
状
況
の

下
、今
後
、直
宮
家
が
益
々
繁
茂
し
て
ゆ
く
と
い
う
前
提
に

立
ち
、皇
室
会
計
の
負
担
減
少
等
を
念
頭
に
大
正
九
年
に

「
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
施
行
準
則
」が
定
め
ら
れ
た
と

の
指
摘
が
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、改
め
て
申
し
ま
す
が
、根
本
に
あ
る
の
は「
永

世
皇
族
主
義
」で
す
。大
本
で
あ
る
旧
典
範
や
そ
の
増
補

を
改
正
す
る
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
施
行
細
則
の「
準

則
」と
い
う
運
用
の
範
囲
で
示
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。歴
史
的
に
、皇

族
の
数
は
増
減
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。特
に
財
政
的
に

厳
し
い
時
代
で
あ
っ
た
室
町
以
降
に
お
い
て
は
、皇
族
数
を

厳
し
く
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
い
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。そ

れ
は
江
戸
時
代
で
も
同
様
で
す
。そ
の
よ
う
な
歴
史
に
学

び
、明
治
初
期
に
は
、皇
族
数
を
減
ら
さ
ず
、し
っ
か
り
と

担
保
を
す
る
こ
と
が「
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る

た
め
」に
必
要
な
基
本
原
則
と
さ
れ
ま
し
た
。も
し
、こ
れ

ま
で
の
ル
ー
ル
が
継
続
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、こ
の「
準

則
」が
現
在
に
有
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、皇
族
の
数
を
減

ら
す
の
で
は
な
く
、増
や
す
た
め
に「
準
則
」は
改
廃
が
な

さ
れ
た
は
ず
で
す
。そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、今
日
の
状
況
の

下
で
は
、い
か
に
皇
族
を
増
や
す
か
の
議
論
を
行
う
こ
と
が

④
皇
族
の
身
分
の
取
得
に
つ
い
て（
皇
族
以
外
の
者
）

皇
族
以
外
の
者
の「
皇
族
の
身
分
の
取
得
」に
つ
い
て

は
、旧
典
範
に
は
明
確
な
条
文
規
定
は
な
く
、第
三
十
条

及
び
三
十
一
条
に
よ
り「
皇
后
」及
び「
妃
」と
な
る
以
外

に
方
途
が
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。一
方
、新
典
範
に
は
、「
皇

族
の
身
分
の
取
得
」に
つ
い
て
は
、第
十
五
条
で「
皇
族
以

外
の
者
及
び
そ
の
子
孫
は
、女
子
が
皇
后
と
な
る
場
合
及

び
皇
族
男
子
と
婚
姻
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、皇
族
と
な

る
こ
と
が
な
い
。」と
明
文
化
さ
れ
て
い
ま
す
。尚
、皇
族
が

養
子
を
取
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、新
旧
典
範
共
に
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。 

⑤
皇
族
の
身
分
の
離
脱
に
つ
い
て（
降
嫁
）

降
嫁
に
よ
る「
皇
族
の
身
分
の
離
脱
」に
つ
い
て
は
、新

旧
典
範
共
に
、皇
族
で
な
い
者
と
結
婚
す
る
場
合
に
は
皇

族
の
身
分
を
外
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。但
し
、旧

典
範
第
四
十
四
条
で
は
、「
…
但
シ
特
旨
ニ
依
リ
仍
内
親

王
女
王
ノ
称
ヲ
有
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」と
の
規
定
も

あ
り
ま
し
た
。ま
た
、皇
族
内
の
結
婚
で
あ
る
な
ら
ば
、女

性
皇
族
は
男
性
皇
族
の
身
位
に
応
じ
る
形
と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、男
性
皇
族
が「
親
王
」で
あ
れ
ば「
親
王
妃
」
、

「
王
」で
あ
れ
ば「
王
妃
」と
な
る
の
で
す
が
、皇
族
と
し
て

「
内
親
王
」「
女
王
」の
身
位
を
有
し
ま
す
。

 ⑥
皇
族
の
身
分
の
離
脱
に
つ
い
て（
意
思
）

意
思
に
も
と
づ
く
皇
族
の
身
分
の
離
脱
に
つ
い
て
は
、新

典
範
に
は
第
十
一
条
で
、自
己
の
意
思（
請
願
）に
も
と
づ
き

離
脱
す
る
こ
と
を
定
め
た
規
定
が
あ
り
ま
す
。こ
の
点
、旧

典
範
で
は
離
脱
に
関
す
る
規
定
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、明
治
四
十
年
の
旧
典
範
増
補
で
、請
願
に
も
と

づ
く
皇
族
の
身
分
の
離
脱
に
つ
い
て
加
え
ら
れ
ま
し
た
。新

典
範
第
十
一
条
の
内
容
に
つ
い
て
は
、こ
の
旧
典
範
増
補
の

内
容
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、新
旧
典
範
の
何
れ
も
、離

脱
を
可
能
と
す
る
年
齢
に
つ
い
て
は「
十
五
歳
以
上
」と
さ

れ
て
い
ま
す
。尚
、新
典
範
第
十
一
条
に
も
と
づ
き
、皇
族
の

身
分
を
離
脱
さ
れ
た
例
は
な
く
、旧
増
補
に
よ
る
臣
籍
降

下
に
つ
い
て
は
、大
正
九
年
ま
で
は
二
例
の
み
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。
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こ
に
は
、歴
史
的
に
は「
世
襲
親
王
家
」＝「
宮
家
」と
い

う
認
識
が
あ
り
、現
在
の「
宮
家
」と
概
念
的
な
混
在
が

み
ら
れ
ま
す
。

近
世（
江
戸
時
代
）に
お
い
て
、世
襲
親
王
家
と
は
、①

伏
見
宮
、②
有
栖
川
宮
、③
桂
宮
、④
閑
院
宮
の
四
つ
が

あ
り
ま
し
た
。こ
の
内
、桂
宮
に
つ
い
て
は
、「
女
性
宮
家

の
前
例
」と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、こ
の
点
、桂
宮
は
あ
く
ま
で
も「
女
性
を
当
主
と

し
た
宮
家
」と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、「
女
系
に
て
相
続
さ

れ
る
宮
家
」と
は
認
識
が
異
な
り
ま
す
。江
戸
時
代
、そ

れ
ぞ
れ
の
宮
家
は
所
領
地
を
保
有
す
る
領
主
と
し
て
の

性
格
も
持
っ
て
い
ま
し
た
。桂
宮
は
世
襲
親
王
家
で
は
最

大
の
三
千
石
、他
三
宮
家
は
千
石
程
度
で
し
た
。当
時
、

禁
裏
御
料
と
し
て
朝
廷
に
与
え
ら
れ
た
御
料
は
三
万
石
、

世
襲
親
王
家
が
所
有
し
て
い
た
所
領
と
、朝
廷
に
仕
え
て

い
た
公
家
に
与
え
ら
れ
た
所
領
を
合
わ
せ
て
、四
万
石
程

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。世
襲
親
王
家
の
中
で
最

大
と
な
る
桂
宮
の
所
領
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、女
性
で

あ
っ
て
も「
当
主
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」と
い

う
当
時
の
時
代
の
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
を
含
め
て
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。今
で
い
う「
女
性
宮
家
」

と
は
経
緯
が
異
な
る
の
だ
と
い
う
歴
史
的
背
景
を
充
分

に
理
解
し
て
、線
引
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

②「
女
性
宮
家
」の
定
義

前
述
の
通
り
、そ
も
そ
も「
女
性
宮
家
」と
は
皇
室
の

制
度
上
、「
新
造
語
」で
あ
り
、明
確
な
定
義
が
あ
り
ま
せ

ん
。平
成
二
十
四
年
の
野
田
内
閣
で
行
わ
れ
た
議
論
で
は
、

女
性
皇
族
が
婚
姻
の
後
も
皇
籍
を
保
持
し
、安
定
的
な

皇
室
の「
活
動
」を
維
持
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に

「
女
性
宮
家
」を
創
設
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
。

確
か
に
、皇
室
の「
活
動
」に
つ
い
て
は
、い
ま
一
度
考
え
直

す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。皇
族
数
が
減
少
す

る
中
、現
在
行
わ
れ
て
い
る
ご
公
務
が
本
当
に
全
て
必
要

か
否
か
を
含
め
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、そ
れ
を
一
足

飛
び
に
定
義
の
は
っ
き
り
し
な
い「
女
性
宮
家
」の
創
設
に

つ
な
げ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

⑦
臣
籍
に
降
下
し
た
方
の
皇
族
身
分
の
再
取
得
に
つ
い
て

皇
族
か
ら
臣
籍
に
降
下
し
た
方
の
皇
族
の
身
分
の
再
取

得
に
つ
い
て
は
、新
典
範
に
は
明
文
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

前
述
の
通
り
、新
典
範
に
お
い
て
、皇
族
の
身
分
の
取
得
に

つ
い
て
は
、第
十
五
条
の
定
め
に
よ
り
、臣
籍
の
女
性
が
皇

族
方
と
結
婚
す
る
以
外
に
想
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。尚
、旧

典
範
増
補
に
お
い
て
も
臣
籍
降
下
の
後
は
、皇
族
に
復
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

 ⑧
皇
族
と
臣
籍
に
亘
る
親
族
関
係
に
つ
い
て

皇
族
と
臣
籍
に
あ
る
者
の
間
の
親
族
関
係
に
つ
い
て
、旧

典
範
下
の
親
族
令
第
一
条
で
は
六
親
等
内
に
限
り
親
族
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。一
方
、新
典
範
に
は
特
に
定
め
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、民
法
第
七
二
五
条
に
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
が
あ
り
、

現
在
的
に
は
そ
れ
が
援
用
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
こ
の
規
定
は
戦
前
の
民
法
で
も
同
じ
で
す
。

こ
こ
で
も
う
一つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、皇
族
間
に

限
っ
て
は
、六
親
等
内
に
限
ら
ず
、「
血
族
」で
あ
れ
ば
親

族
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。ま
た
民
法
に
い
う「
血

族
」は
、養
子
縁
組
等
に
よ
り
親
族
と
な
っ
た「
法
定
血

族
」も
含
ま
れ
ま
す
が
、旧
典
範
の
第
五
十
八
条
に
は「
皇

位
継
承
ノ
順
序
ハ
総
テ
実
系
ニ
依
ル
現
在
皇
養
子
皇
猶
子

又
ハ
他
ノ
継
嗣
タ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
之
ヲ
混
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
」

と
あ
り
、皇
位
継
承
に
関
し
て
、順
序
・
親
等
は「
実
系
」に

よ
り
計
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

 「
宮
家
」、「
女
性
宮
家
」の
定
義
に
つ
い
て

①
宮
家
の
定
義

「
宮
家
」の
定
義
に
つ
い
て
は
、新
旧
典
範
を
含
め
法
的

に
は
定
義
・
根
拠
が
な
く
、戦
前
戦
後
を
通
じ
て「
宮
号
」

は
御
一
方
の
み
に
与
え
ら
れ
る
称
号
で
す
。現
在
、一
般
に

皇
室
経
済
法
に
も
と
づ
く「
独
立
の
生
計
を
営
む
親
王
・

親
王
妃
及
び
生
計
を
同
じ
く
す
る
皇
族
」を
総
称
し
て

「
宮
家
」と
呼
称
し
て
い
ま
す
が
、本
来
は
、「
宮
号
」か

ら
派
生
し
た「
俗
用
語
」で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
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長
い
歴
史
に
対
し
て
非
常
に
重
い
決
断
を
下
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。男
性
が
尊
い
と
か
女
性
が
卑
し
い
と
か
そ
う
い

う
次
元
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
れ
ま
で
守
り
継
が
れ

て
き
た
歴
史
の
重
み
を
ま
ず
考
え
、そ
し
て
判
断
す
る
こ

と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

皇
位
継
承
権
者
の
増
加
の
方
途

 

前
述
の「
皇
族
の
増
加
」を
前
提
と
し
て
、次
に「
皇
位

継
承
権
者
の
増
加
」に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。ま
ず
以
て
、「
皇
族
の
増
加
」の
方
途
と
同
じ
く
、悠

仁
親
王
殿
下
の
御
結
婚
を
待
ち
、今
後
の
皇
族
の
繁
茂
を

祈
る
こ
と
が
第
一
義
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。そ
の
上
で
、他
に
考
え
ら
れ
る
可
能
性
・
方
途
と
し
て

は
次
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

①
降
下
し
た
旧
皇
族（
含
子
孫
）の
皇
族
身
分
の
復
帰（
取

得
）を
認
め
る
こ
と

→
先
の「
皇
族
の
増
加
」と
同
様
の
方
途
で
す
が
、男

性
皇
族
の
増
加
は
皇
位
継
承
権
者
の
増
加
に
直
結

し
ま
す
。

こ
れ
は
歴
史
的
に
前
例
が
あ
り
、検
討
さ
れ
る
べ
き

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

②
女
性
皇
族
に
皇
位
継
承
権
を
認
め
る
こ
と（
女
性
天
皇
）

→
こ
れ
は
歴
史
的
に
前
例
が
あ
り
ま
す
が
、「
女
性
天

皇
」は
一
代
限
り
で
す
の
で
、皇
位
継
承
権
者
の
増

皇
族
の
増
加
の
方
途

 
前
述
の
通
り
、「
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た

め
」に
、ま
ず
は「
皇
族
の
増
加
」を
図
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。「
皇
族
の
増
加
」に
関
し
て
は
、現
在

の
皇
族
の
御
年
齢
の
問
題
や
、皇
族
を
離
脱
し
た
方
の
皇

族
身
分
の
再
取
得
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
、皇
族
以
外
の
方

（
男
性
）の
皇
族
身
分
の
取
得
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
な
ど

の
理
由
か
ら
、非
常
に
難
し
い
現
状
で
す
。こ
の
現
状
を
打

破
す
る
た
め
に
、ど
の
よ
う
な
方
途
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、

ま
ず
は
、悠
仁
親
王
殿
下
の
御
結
婚
を
待
ち
、今
後
の
皇

族
の
繁
茂
を
祈
る
こ
と
―
こ
れ
が「
第
一
義
」で
あ
る
と
思

い
ま
す
。そ
の
上
で
他
の
方
途
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
、考
え
ら
れ
る
こ
と

は
四
つ
あ
り
ま
す
。

①
皇
族
を
離
脱
し
た
も
の（
含
子
孫
）の
皇
族
身
分
の
再

取
得
を
認
め
る
こ
と

→
そ
の
た
め
に
は
法
改
正
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、歴

史
的
に
前
例
が
あ
り
ま
す
。

②
当
人
に
限
り
、女
性
皇
族
が
降
嫁
後
も
皇
族
の
身
位
を

保
持
さ
せ
る
こ
と

→
こ
れ
も
法
改
正
は
必
要
と
な
り
ま
す
が
、歴
史
的

に
も
前
例
が
あ
り
ま
す
。

③
皇
族
以
外
の
方（
男
性
）の
皇
族
身
分
の
取
得
を
認
め

る
こ
と

→
法
改
正
が
必
要
と
な
る
だ
け
で
な
く
、歴
史
的
に

前
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。

④
降
嫁
し
た
女
性
皇
族
の
子
孫
に
皇
族
の
身
位
を
付
与

さ
せ
る
こ
と

→
こ
れ
も
法
改
正
が
必
要
と
な
る
だ
け
な
く
、歴
史

的
に
前
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。

以
上
、四
つ
の
可
能
性
・
方
途
を
挙
げ
ま
し
た
が
、ま
ず

以
て
、「
皇
族
の
増
加
」を
考
え
る
上
で
基
本
と
な
る
大
切

な
こ
と
は
、い
ま一
度「
皇
統
」の
意
味
を
再
確
認
す
る
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。確
か
に
、現
代
社
会
に
お
い
て
、女

性
の
権
利
や
立
場
は
最
大
限
尊
重
さ
れ
、守
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、「
皇
位
」に
関
し
て
い
う
な
ら

ば
、歴
史
的
に
前
例
が
な
い
こ
と
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
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加
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

③
皇
族
と
結
婚
し
た
女
性
皇
族
の
子
孫
に
皇
位
継
承
権

を
認
め
る
こ
と

→
皇
族
同
士
の
結
婚
で
す
の
で
当
然
の
こ
と
で
す
が
、

現
在
の
状
況
で
は
非
常
に
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

前
述
の
可
能
性
・
方
途
の
結
果「
皇
族
の
増
加
」が

実
現
し
た
後
の
問
題
で
す
。

④
皇
族
以
外
と
結
婚
し
た
女
性
皇
族
の
子
孫
に
皇
位
継

承
権
を
認
め
る
こ
と

→
こ
れ
は「
女
系
天
皇
」の
誕
生
に
つ
な
が
る
も
の
で
、

歴
史
的
な
前
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
四
つ
の
可
能
性
・
方
途
に
つ
い
て
は
、前
述
の「
皇
族

の
増
加
」を
前
提
と
し
て
、段
階
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た「
皇
位
継
承
権
者
の
増
加
」を
考
え
る
上
で
は
、

「
直
系
継
承
」は
勿
論
の
こ
と「
傍
系
継
承
」も
正
当
な

「
皇
位
継
承
」の
ル
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。新
典
範
で
は
、「
皇
長
子
」「
皇
次
子
」

等
の
直
系
の
該
当
す
る
皇
族
が
い
な
い
場
合
に
は
、「
皇
兄

弟
」「
皇
伯
叔
父
」、更
に
は「
最
近
親
の
皇
族
」の
傍
系
の

皇
族
が
継
承
す
る
こ
と
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。こ

れ
は
歴
史
的
な
経
緯
・
事
実
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
す
。

こ
の「
傍
系
」で
の
継
承
を
考
え
る
上
で
も
、改
め
て
、

「
世
襲
」に
お
け
る「
男
系（
父
系
）」「
女
系（
母
系
）」

「
双
系
」と
い
っ
た
概
念
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。我
が
国
の
歴
史
上
、皇
位
は
父
方
が
皇
胤

で
あ
る「
男
系（
父
系
）」で
継
承
・
世
襲
が
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。歴
史
的
に
み
て
も
母
方
の
系
統
だ
け
に
も
と
づ
く

皇
位
継
承
の
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
双
系
」と
は
、父
方
は

勿
論
、母
方
で
も
皇
胤
の
系
統
を
受
け
て
い
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
り
ま
す
。こ
の「
双
系
」と
は
、あ
く
ま
で
も「
男

系（
父
系
）」で
あ
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
前
提
で
す
。戦

前
、明
治
天
皇
の
四
方
の
内
親
王
、昭
和
天
皇
の
お一
方
の

内
親
王
が
、当
時
の「
宮
家
」の
皇
族
に
嫁
が
れ
、お
子
様

を
生
し
て
い
ま
す
。そ
の
方
々
は
、「
実
系
」で
父
方
の
系
統

を
辿
れ
ば
、世
数
も
親
等
も
相
当
離
れ
た
も
の
と
な
り
ま

す
。し
か
し
、皇
統
に
属
す
る
父
方（
男
系
）の
系
統
を
大

前
提
と
し
、皇
統
に
連
な
る
母
方
の
系
統
を
重
ね
る
こ
と

で
、遠
く
離
れ
た
血
族
・
親
族
で
は
な
く
、近
親
の
血
族
・
親

族
と
し
て
の
身
位
が
更
新
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り

ま
す【
資
料
②
】。ま
た
、歴
史
的
に
傍
系
か
ら
皇
位
を
継

承
す
る
際
に
、前
代
の
天
皇
の
皇
女
を
妃
と
す
る
場
合
が

多
く
み
ら
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
で
も
、世
襲
親
王
で
あ
っ
た
伏
見
宮
や
閑
院

宮
は
、霊
元
天
皇
と
東
山
天
皇
、中
御
門
天
皇
の
内
親
王

を
妃
と
し
て
迎
え
て
い
ま
す
。有
栖
川
宮
と
桂
宮
は
、内
親

王
を
妃
に
迎
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、当
主
が

天
皇
の
養
子
・
猶
子
と
な
り
親
王
宣
下
を
受
け
る
以
外
に

も
、後
継
者
が
い
な
い
場
合
、そ
の
時
々
の
天
皇
の
親
王
を

当
主
と
し
て
迎
え
入
れ
て
き
ま
し
た
。こ
れ
ら
は
、天
皇
に

「
よ
り
近
い
」身
位
の
皇
位
継
承
権
者
を
担
保
・
確
保
し
、

安
定
的
な
皇
位
継
承
を
行
う
た
め
の
方
途
の一つ
で
あ
っ
た

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
れ
ま
で
皇
統
が
万
世
一
系
で
継
承

さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、皇
統
に
属
す
る
父
方（
男
系
）の

系
統
を
大
前
提
と
し
、そ
し
て
時
に
は「
双
系
」と
い
う
補

助
線
を
引
き
つ
つ
、継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
た
上
で
、ま
ず
は

「
皇
族
の
増
加
」を
図
り
、そ
し
て「
皇
位
継
承
権
者
」を

増
加
さ
せ
る
と
い
う
段
階
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、そ
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考

え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、そ
れ
こ
そ
が「
安
定
的
な
皇
位

継
承
を
確
保
す
る
」こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

む
す
び

 　
現
代
社
会
の
要
請
に
応
じ
て
、過
去
を
省
み
ず
、全
く
新

し
い
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、長
い
歴

史
の
事
実
の
積
み
重
ね
は
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、全
く
自

由
に
考
え
、制
度
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、「
皇
位
」「
皇
統
」「
皇
族
」に
つ
い
て
考
え
る

時
に
は
、こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
事
実
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え

た
上
で
、検
討
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

現
代
的
な
変
革
を
加
え
る
と
し
て
も
、皇
室
の
伝
統
や
我

が
国
の
歴
史
・
伝
統
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
、い
つ
の
時
代

に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た「
根
幹
」を
考
え
る

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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平
成
二
十
八
年
、上
皇
陛
下
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に

は
、「
我
が
国
の
長
い
天
皇
の
歴
史
を
改
め
て
振
り
返
り

つ
つ
、こ
れ
か
ら
も
皇
室
が
ど
の
よ
う
な
時
に
も
国
民
と

共
に
あ
り
、相
た
ず
さ
え
て
こ
の
国
の
未
来
を
築
い
て
い

け
る
よ
う
…
」と
の
お
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。上
皇
陛
下

の
お
言
葉
を
胸
に
、我
々
は
皇
室
の
永
続
の
た
め
、い
ま
一

度
、よ
り
良
い
方
途
を
、考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。

勉
強
会 

講
師
紹
介

浅
山  

雅
司
先
生 

御
略
歴

昭
和
四
十
四
年
、兵
庫
県
出
身
。神
社
本
庁
参
事
。

國
學
院
大
学
文
学
部
神
道
学
科
卒
業
、國
學
院
大
學
大

学
院
文
学
研
究
科
神
道
学
専
攻
博
士
課
程
後
期

満
期
退
学
。

研
究
分
野
は
、近
世
神
道
思
想
史
、近
世
神
道
の
通
俗

教
化
研
究
。國
學
院
大
學
卒
業
後
、國
學
院
大
學
日

本
文
化
研
究
所
助
手
を
経
て
、平
成
十
六
年
、神
社
本

庁
に
奉
職
。研
修
課
長
、研
究
課
長
、研
究
祭
務
課
長

を
歴
任
し
、現
在
は
、総
合
研
究
部
長
。ま
た
、平
成

十
六
年
よ
り
國
學
院
大
學
兼
任
講
師
も
務
め
る
。主
要

論
文
は「
石
田
梅
岩
の
三
教
観
に
つ
い
て
」や「
近
世
神

道
の
通
俗
教
化
研
究
の
現
状
と
課
題
」な
ど
が
あ
る
。

令
和
元
年
五
月
三
十
日
（
木
）
勉
強
会  

報
告
　
／
　
講
師
　
藤
本  

頼
生
先
生
（
國
學
院
大
學
准
教
授
）

皇
族
（
宮
家
）
の
範
囲
に
か
か
る
制
度
と
課
題

今
回
の
御
代
替
に
つ
い
て
は
、と
に
か
く
異
例
・
新
儀
続
き
の
様
相
を
み
せ
て
お
り
ま
す
。譲
位
・
践
祚
に

関
す
る
儀
礼
や
元
号
の
公
表
過
程
一つ
を
と
っ
て
み
て
も
、こ
れ
ま
で
の
前
例
や
慣
例
と
い
う
も
の
が
通
用
せ

ず
、こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
な
経
緯
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
感
も
あ
り
ま
す
。一
方
、「
人
は
後
ろ
向
き
に
未
来
に

入
っ
て
い
く
」と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
の
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、歴
史
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、人
は
未
来
を

よ
り
良
い
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。熟
語
的
に
い
え
ば
、「
温
故
」し
な
い
国
に「
知
新
」

は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
本
日
は
、改
め
て
皇
室
制
度
、と
く
に
皇
族
と「
宮
家
」に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
、

歴
史
的
な
観
点
か
ら
お
話
し
を
し
、現
代
的
な
課
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

宮
家
あ
る
い
は
皇
族
と
い
う
も
の
を
考
え
る
場
合
に
、親
王
・
王
と
い
う
制
度
が
要
点
と
な
っ
て
き
ま
す

が
、こ
の「
宮
家
」に
関
わ
る
制
度
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
の
か
、制
度
の
変
遷
を
窺
う
中
で
、

今
日
的
な
課
題
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

14 13

「安定的な皇位継承を確保するための諸課題」等について皇族（宮家）の範囲にかかる制度と課題



皇
親
の
範
囲
と
親
王
宣
下

親
王
に
つ
い
て
は
、か
つ
て
は
、四
世
・
五
世
を
経
た
王
で

あ
っ
て
も
、時
の
天
皇
か
ら
親
王
と
す
る
旨
の
詔（
親
王
宣

下
）を
受
け
て
、親
王
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

親
王
・
王
の
存
在
は
、宮
家
・
皇
族
の
制
の
、そ
も
そ
も
の

発
端
で
す
が
、律
令
制
の
も
と
で
は
、「
継
嗣
令
」と
い
う

法
令
が
あ
り
、そ
の
中
で
親
王
は
、天
皇
の
皇
子
、ま
た
は

兄
弟
。王
は
親
王
の
子
、三
世
以
降
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。ま
た
、五
世
の
王
以
降
に
つ
い
て
は
、王
号
を
称
す

る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、皇
親
の
範
囲
に
は
入
ら
な
い
と
さ

れ
ま
し
た
。そ
の
後
、時
間
の
経
過
に
よ
り
弾
力
的
な
運
用

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、「
親
王
宣
下
」と
い
う
制
度

が
誕
生
し
、そ
の
宣
下
を
受
け
た
者
が
親
王
、内
親
王
の

地
位
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、鎌

倉
時
代
以
降
に
世
襲
宮
家
が
登
場
し
ま
す
。

律
令
制
の
下
で
は
、五
世
王
と
い
う
区
切
り
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、五
世
王
以
下
に
つ
い
て
は
姓
を
天
皇
よ
り
賜
っ

て
皇
籍
か
ら
外
れ
る
こ
と
が
一
般
化
し
、臣
籍
降
下
と
い
う

制
度
が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
は
、あ
る
種
、明
治
維
新

ま
で
存
続
し
た
制
度
で
す
が
、一
方
で「
継
嗣
令
」皇
兄
弟

子
条
に
よ
れ
ば
、天
皇
の
皇
子
、兄
弟
を
親
王
と
し
、女
帝

の
子
も
同
じ
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。女
系
天
皇

を
容
認
す
べ
き
と
す
る
方
々
に
は
、こ
の「
継
嗣
令
」の
条
文

を
根
拠
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
方
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、近

年
の「
継
嗣
令
」に
か
か
る
研
究
論
文
な
ど
を
参
照
し
ま
す

と
、当
時
の
婚
姻
と
い
う
の
は
、皇
族
内
で
の
結
婚
が
多
く
、

こ
の
条
項
は
第
三
十
五
代
の
皇
極
天
皇
の
こ
と
を
想
定
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。皇
極
天
皇
は
、皇
位
に
即

く
前
に
高
向
王（
用
明
天
皇
の
皇
子
の
子
）と
皇
親
内
で
の

結
婚
を
し
て
お
り
、律
令
に
お
け
る
当
該
規
定
は
、現
代
で

い
う
女
系
継
承
を
容
認
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
、明
治
皇
室
典
範
制
定
の

折
の
議
論
で
も
小こ
な
か
む
ら
よ
し
か
た

中
村
義
象
ら
国
学
者
か
ら
も
指
摘
が
な

さ
れ
て
お
り
、近
年
で
は
、藤
森
馨
国
士
館
大
学
教
授
の
継

嗣
令
に
関
す
る
研
究
論
文
に
て
、改
め
て
再
考
証
さ
れ
、確

認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。一
方
で
藤
森
教
授
は
、当
時
、

直
系
男
系
継
承
主
義
に
拘
泥
し
過
ぎ
た
結
果
、天
武
天
皇

の
皇
統
が
断
絶
し
た
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
律
令
制
度
に
こ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
っ
た
か
と
い

え
ば
、今
で
こ
そ
男
性
皇
族
の
減
少
か
ら
、女
性
皇
族
の

多
さ
が
目
立
ち
ま
す
が
、平
安
時
代
初
期
に
お
い
て
は
、

四
二
九
人
の
諸
王
が
存
在
、つ
ま
り
、か
な
り
多
く
の
男

性
皇
族
が
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。第
五
十
二
代
嵯
峨

天
皇
の
時
代
に
は
、天
皇
の
皇
子
に「
源
」な
ど
の
姓
を
与

え
、皇
籍
か
ら
一
般
に
入
ら
れ
る
臣
籍
降
下
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、ま
た
そ
の
反
対
に
、一
度
降
下
さ
れ
た

皇
子
が
皇
籍
に
戻
り
、親
王
と
な
っ
た
例
も
あ
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、第
五
十
九
代
宇
多
天
皇
は
、後
に
即
位
し
て
光

孝
天
皇
と
な
る
時
康
親
王
の
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
、一
時

は
皇
籍
を
離
れ
て
、源み

な
も
と
の
さ
だ
み

定
省
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、当
時

の
皇
位
継
承
問
題
や
光
孝
天
皇
の
危
篤
と
い
う
状
況
を

受
け
て
、皇
籍
に
復
す
る
と
と
も
に
親
王
に
列
せ
ら
れ
、皇

太
子
と
さ
れ
ま
し
た
。宇
多
天
皇
の
次
代
、醍
醐
天
皇
の

第
十
一
皇
子
、ま
た
第
十
七
皇
子
も
皇
籍
離
脱
後
、再
び

皇
籍
に
復
し
、親
王
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
時
期
に
皇
籍

に
復
帰
し
た
事
例
は
、複
数
確
認
で
き
、鎌
倉
時
代
ま
で

は
実
際
に
多
く
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

近
代
に
お
け
る
皇
族
の
制
度

明
治
時
代
に
入
る
と
、こ
う
し
た
事
例
を
踏
ま
え
、親

王
・
王
の
制
は
、永
世
皇
族
制
と
さ
れ
ま
し
た
が
、明
治
皇

室
典
範
・
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
い
て
は
、明
治
以
前
に

親
王
宣
下
を
受
け
た
親
王
が
ま
だ
存
命
で
し
た
の
で
、そ

の
皇
子
を
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。明

治
皇
室
典
範
で
は
永
世
皇
族
制
で
あ
る
一
方
、一
世
か
ら

四
世
ま
で
を
親
王
、五
世
以
降
を
王
と
す
る
と
規
定
し
ま

し
た
。こ
の
点
、現
行
の
皇
室
典
範
で
は
、二
世
ま
で
を
親

王
、三
世
以
降
を
王
と
し
て
い
ま
す
。永
世
皇
族
制
の
も
と

で
は
、必
然
的
に
皇
族
数
が
増
加
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

ま
す
。そ
れ
ゆ
え
皇
族
数
の
増
加
を
受
け
、明
治
四
十
年

の
皇
室
典
範
増
補
で
は
、王
の
臣
籍
降
下
規
定
が
盛
り
込

ま
れ
ま
し
た
が
、情
願（
本
人
の
意
思
）に
よ
る
も
の
で
あ
っ
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た
た
め
、二
名
の
臣
籍
降
下
に
止
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、大
正
九
年
に
皇
族
会
議
及
び
枢
密
顧
問

の
諮
詢
を
経
た「
皇
族
の
降
下
に
か
か
る
施
行
準
則
」が

制
定
さ
れ
、こ
の
施
行
準
則
を
旧
宮
家
の
子
孫
の
皇
籍
復

帰
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
考
え
方
の
根
拠
と
す
る
方
々
も

い
る
よ
う
で
す
が
、実
際
に
は
、こ
の
施
行
準
則
は
公
布
さ

れ
て
は
い
ま
せ
ん
。枢
密
院
に
お
い
て
は
、こ
の
準
則
は
、事

情
に
よ
っ
て
は
改
変
、柔
軟
に
適
用
さ
れ
る
前
提
の
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
、当
時
の
議
事
速
記
録
な
ど
か
ら
も
明
ら

か
で
す
。皇
族
に
は
、か
つ
て
養
子
・
猶
子
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。明
治
皇
室
典
範
に
お
い
て
養
子
・
猶
子
の
制
は

禁
止
さ
れ
ま
し
た
が
、近
世
以
前
に
お
い
て
は
、天
皇
の
養

子
・
猶
子
は
当
た
り
前
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。猶
子
は
、

養
子
と
ほ
ぼ
同
義
で
す
が
、家
督
や
財
産
の
相
続
が
第
一

義
の
養
子
よ
り
も
ゆ
る
や
か
で
、擬
制
的
親
子
関
係
を
結

ぶ
も
の
で
し
た
。幕
末
ま
で
は
ほ
ぼ
慣
例
と
な
っ
て
い
た
養

子
・
猶
子
で
す
が
、明
治
初
期
に
は
ま
だ
、光
格
・
仁
孝
・
孝

明
天
皇
の
養
子
・
猶
子
に
な
っ
た
皇
族
が
多
数
存
在
し
て

お
り
、か
つ
て
の
宮
家
は
、天
皇
と
擬
制
的
な
親
子
関
係
を

結
ん
で
い
ま
し
た
。閑
院
宮
か
ら
即
位
し
た
光
格
天
皇
も
、

後
桃
園
天
皇
の
養
子
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、孝
明
天

皇
は
条
約
勅
許
問
題
で
自
身
の
譲
位
を
考
え
て
い
た
折
に

は
、直
系
の
嫡
子
で
あ
る
明
治
天
皇
は
ま
だ
六
歳
で
し
た

の
で
、親
王
宣
下
を
受
け
て
い
た
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
や

伏
見
宮
な
ど
に
譲
位
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
正
室
以
外
か
ら
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
庶
子
を
実
子

と
す
る
例
も
見
ら
れ
ま
し
た
。大
正
天
皇
ま
で
は
、皇
位
継

承
者
が
庶
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
多
く
、便
宜
上
、実
子
と
し

て
取
扱
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、実
際
に
各
宮
家
か
ら
光
格
・
仁
孝
・
孝

明
天
皇
の
養
子
・
猶
子
と
な
っ
た
親
王
や
そ
の
子
で
あ
る
王

に
つ
い
て
、皇
位
継
承
の
順
位
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か

と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。明
治
皇
室
典
範
で
は
、第

五
十
八
条
で「
皇
位
継
承
の
順
位
は
総
て
実
系
に
依
る
。

現
在
の
皇
養
子
皇
猶
子
又
は
他
の
継
嗣
た
る
の
故
を
以
て

之
を
混
ず
る
こ
と
な
し
」と
定
め
ら
れ
て
お
り
、皇
位
継
承

の
順
位
は
、あ
く
ま
で
血
統
の
近
さ
で
換
算
す
る
と
決
め

ら
れ
ま
し
た
。

つ
い
で
、天
皇
の
兄
弟
で
あ
る
直
宮
の
少
な
さ
は
、二
百

年
前
か
ら
現
在
に
続
く
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。仁
孝
天
皇

以
降
、直
系
の
皇
位
継
承
者
は
幼
少
期
に
逝
去（
夭
折
）し

て
い
る
例
が
大
半
で
、昭
和
天
皇
、上
皇
陛
下
以
外
は
夭

折
を
除
く
天
皇
の
兄
弟
が
い
な
い
状
態
で
し
た
。こ
の
点
で

は
、二
百
年
前
か
ら
直
系
に
関
し
て
い
え
ば
、ず
っ
と
綱
渡

り
状
態
、危
機
は
続
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

な
お
、近
代
に
お
い
て
も
、臣
籍
に
降
下
し
た
王
が
形
式

的
で
は
あ
り
ま
す
が
、皇
籍
に
復
帰
し
た
事
例
が
一
例
だ
け

あ
り
ま
す
。伏
見
宮
邦
家
親
王
の
皇
子
六
十
宮
、で
す
。臣

籍
降
下
し
て
仏
門
に
入
り
、澁し

ぶ
た
に
か
き
ょ
う

谷
家
教
と
な
り
ま
し
た
が
、

明
治
二
十
一
年
に
特
旨
に
よ
り
一
旦
、皇
籍
に
復
帰
、伏
見

宮
に
戻
り
ま
し
た
が
、即
日
、再
び
降
下
し
て
清き
よ
す棲

の
姓
を

賜
り
、清
棲
伯
爵
と
な
り
ま
し
た
。

世
襲
宮
家
の
登
場
と
四
親
王
家

宮
家
の
家
名
、「
○
○
宮
」と
い
う
名
称
と
い
う
の
は
、

そ
も
そ
も
は
貴
族
の
名
称
と
同
様
で
、藤
原
氏
の
一
族
が

京
の
都
の
中
の
地
名
な
ど
を
も
と
に
そ
の
家
名
が
分
化
し

て
い
く
よ
う
に
、平
安
時
代
後
期
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。そ
の
後
、鎌
倉
期
に
入
り
、い
わ
ゆ
る
世

襲
宮
家
が
登
場
し
て
き
ま
す
が
、鎌
倉
期
に
創
設
さ
れ
た

世
襲
宮
家
は
い
ず
れ
も
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。中
世
以

降
、近
代
ま
で
続
い
た
宮
家
と
い
う
の
は
、崇
光
天
皇
の
第

一
皇
子
に
は
じ
ま
る
伏
見
宮
の
み
で
す
。こ
の
伏
見
宮
以

外
に
、近
世
に
創
設
さ
れ
た
桂
宮
、有
栖
川
宮
、閑
院
宮
の

三
つ
を
加
え
て「
四
親
王
家
」と
称
し
ま
す
が
、桂
宮
以
外

の
宮
家
は
い
ず
れ
も
天
皇
を
輩
出
し
た
宮
家
で
す
。一
方

で
、桂
宮
は
、第
十
一
代
当
主
の
節
仁
親
王
が
夭
折
し
た

た
め
に
、仁
孝
天
皇
の
皇
女
淑
子
内
親
王
が
宮
家
を
当
主

と
し
て
継
承
し
ま
し
た
。こ
れ
は
、世
襲
宮
家
の
当
主
を

女
性
皇
族
が
継
承
し
た
唯
一
の
例
で
す
が
、明
治
に
内
親

王
が
薨
去
さ
れ
る
と
世
襲
宮
家
と
し
て
の
桂
宮
は
断
絶
し

ま
し
た
。

な
お
、有
栖
川
宮
は
、明
治
時
代
の
末
に
、当
主
栽
仁
王

の
早
世
に
よ
り
断
絶
し
、宮
家
の
祭
祀
は
、高
松
宮
が
継
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承
し
ま
し
た
。現
在
は
、高
松
宮
か
ら
秋
篠
宮
が
そ
の
祭

祀
を
継
承
し
て
い
ま
す
。ま
た
、閑
院
宮
は
、江
戸
時
代
に

創
設
さ
れ
た
宮
家
で
、後
に
光
格
天
皇
を
輩
出
し
ま
し
た

が
、途
中
、直
系
の
嫡
子
が
な
く
、伏
見
宮
か
ら
継
嗣
を
と

り
宮
家
を
存
立
し
ま
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、七
代
当
主
で

あ
る
春
仁
王
に
は
継
嗣
が
な
く
、結
果
、閑
院
宮
は
断
絶

し
ま
し
た
。

他
方
、幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
は
、孝
明
天
皇
及
び

明
治
天
皇
の
叡
慮
に
よ
っ
て
伏
見
宮
か
ら
山
階
宮
・
久
邇

宮
・
小
松
宮
・
北
白
川
宮
・
華
頂
宮
・
東
伏
見
宮
が
新
し
く

分
立
し
ま
し
た
。さ
ら
に
久
邇
宮
か
ら
朝
香
宮
、賀
陽
宮
、

梨
本
宮
、東
久
邇
宮
が
分
立
、北
白
川
宮
か
ら
竹
田
宮
が

分
立
し
ま
し
た
。閑
院
宮
に
つ
い
て
は
、先
に
述
べ
た
通
り

で
す
。

そ
の
後
、宮
家
に
養
子
を
取
れ
ず
、継
嗣
な
く
絶
え
た

宮
家
も
あ
り
ま
し
た
が
、戦
後
、伏
見
宮
系
統
の
十
一
宮
家

（
旧
宮
家
）は
、昭
和
二
十
二
年
十
月
に
全
て
臣
籍
降
下

さ
れ
ま
し
た
。臣
籍
降
下
は
、皇
室
会
議
な
ど
の
正
式
手

続
き
を
経
て
な
さ
れ
て
お
り
、以
降
、旧
宮
家
の
方
々
は
国

か
ら
の
金
銭
的
援
助
は
一
切
受
け
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

一
方
、十
一
宮
家
の
一
部
に
は
、血
統
的
に
み
て
、明
治
天

皇
、昭
和
天
皇
と
親
近
な
宮
家
も
存
在
し
ま
す
。明
治
天

皇
、昭
和
天
皇
の
内
親
王
方
に
関
し
て
い
え
ば
、明
治
天
皇

の
内
親
王
で
あ
る
、昌
子
内
親
王
は
竹
田
宮
へ
、房
子
内
親

王
は
北
白
川
宮
へ
、允
子
内
親
王
は
朝
香
宮
へ
、總
子
内
親

王
は
東
久
邇
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
婚
嫁
さ
れ
て
い
ま
す
。中
で

も
、北
白
川
宮
に
婚
嫁
さ
れ
た
房
子
内
親
王
は
、昭
和
天

皇
の
信
任
が
特
に
篤
か
っ
た
こ
と
か
ら
、戦
後
、神
宮
祭
主

を
お
務
め
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、昭
和
天
皇
の
内

親
王
で
あ
る
成
子
内
親
王
は
東
久
邇
宮
へ
婚
嫁
さ
れ
て
い

ま
す
。ま
た
、昭
和
天
皇
の
皇
后
で
あ
る
香
淳
皇
后
は
久

邇
宮
邦
彦
王
の
子
で
あ
り
、上
皇
陛
下
と
旧
久
邇
宮
の
現

当
主
で
あ
る
久
邇
邦
昭
氏
と
は「
い
と
こ
」に
あ
た
る
非
常

に
近
い
間
柄
で
す
。

昭
和
二
十
二
年
の
臣
籍
降
下
の
折
に
は
、昭
和
天
皇
か

ら「
こ
れ
か
ら
も
い
ま
ま
で
通
り
に
付
き
合
い
し
ま
し
ょ

う
」の
言
葉
が
あ
り
、現
在
も
皇
族
方
と
交
流
す
る
た
め

に
様
々
な
会
が
催
さ
れ
、旧
宮
家
の
方
々
が
参
加
さ
れ
て

い
ま
す
。

直
宮
以
外
の
皇
族
の
身
位（
班
位・序
列
）に
つ
い
て

【
資
料
③
】

皇
位
継
承
は
、直
系
で
な
い
皇
族
が
行
う
こ
と
も
想
定

さ
れ
、そ
の
場
合
は
皇
位
継
承
の
順
位
が
問
題
と
な
り
ま

す
。明
治
期
に
お
い
て
は
、直
宮
以
外
の
各
宮
家
は
す
べ
て

伏
見
宮
の
系
統
で
あ
り
、か
つ
四
世
襲
親
王
家
な
ど
へ
も

養
子
に
入
っ
て
い
る
経
緯
も
あ
る
こ
と
か
ら
、宮
家
の
家
名

だ
け
で
は
、遠
近
、序
列
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

故
に
、皇
族
の
身
位
と
な
る
一
応
の
順
番（
序
列
）は
あ
り

ま
し
た
が
、当
然
な
が
ら
皇
族
方
の
薨
去
も
あ
る
わ
け
で
、

身
位
は
時
期
に
よ
り
異
な
り
ま
し
た
。そ
の
序
列
は
、お
お

よ
そ
閑
院
宮
の
直
系
が
絶
え
、伏
見
宮
か
ら
継
嗣
を
得
た

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、有
栖
川
宮
、桂
宮
が
絶
家
し

て
か
ら
以
降
は
、伏
見
宮
を
中
心
に
し
て
、伏
見
宮
か
ら
の

分
家
、さ
ら
に
そ
の
分
家
か
ら
分
立
し
た
宮
家
の
順
に
、長

子
優
先
の
形
で
考
え
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。尚
、

戦
後
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
三
日
の
十
一

宮
家
の
皇
籍
離
脱
の
折
の『
官
報
』（
昭
和
二
十
二
年
十
月

十
三
日
付
、宮
内
府
告
示
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
）の

掲
載
を
み
れ
ば
、当
時
の
一
応
の
皇
族
の
序
列
を
窺
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

皇
籍
離
脱
当
時
の
回
顧
録
か
ら

ま
た
、十
一
宮
家
の
皇
籍
離
脱
に
関
し
て
は
、当
時
の
宮

内
府
次
長
で
あ
る
加
藤
進
氏
の
回
顧
録
が
あ
り
ま
す
。法

的
な
側
面
な
ど
も
あ
り
、そ
の
回
顧
録
自
体
を
額
面
通
り

に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、当
時
の
宮
内
官
僚

の
考
え
方
と
し
て
は
大
事
な
点
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

加
藤
氏
は「
皇
位
の
継
承
者
が
少
な
く
な
る
こ
と
で
皇

統
が
絶
え
る
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
」と
の
質
問

に
対
し
、次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。

《
そ
れ
に
つ
い
て
は
、重
臣
会
議
の
折
に
も
質
問
を
受

け
た
と
こ
ろ
で
す
。そ
の
時
、私
が
答
弁
に
立
ち
ま
し
た
。

鈴
木
貫
太
郎
元
首
相
が
質
問
し
ま
し
て
、「
今
日
、皇
族
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の
方
々
が
臣
籍
に
下
ら
れ
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
こ
と

は
わ
か
っ
た
が
、し
か
し
皇
統
が
絶
え
る
こ
と
に
な
っ
た
な

ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
」と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。私
は
、

「
そ
の
点
は
非
常
に
心
配
で
す
。し
か
し
、皇
太
子
殿
下

も
い
ず
れ
ご
結
婚
あ
そ
ば
さ
れ
る
で
し
ょ
う
し
、ま
た
、三

笠
宮
殿
下
に
も
ご
子
息
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
な
ん
と
か

な
る
と
は
思
い
ま
す
。し
か
も
離
脱
な
さ
る
宮
様
方
に
つ

き
ま
し
て
も
、こ
れ
ま
で
の
皇
室
典
範
か
ら
い
っ
て
皇
位

継
承
権
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、皇
族

を
下
ら
れ
る
に
つ
き
ま
し
て
も
、宮
内
省
と
し
て
は
全
力

を
つ
く
し
て
充
分
な
生
活
費
を
お
与
え
し
、品
位
を
保
つ

だ
け
の
費
用
は
用
意
い
た
す
つ
も
り
で
す
。こ
れ
に
つ
い
て

の
成
算
は
ご
ざ
い
ま
す
。」と
述
べ
、ま
た「
万
が
一
に
も
皇

位
を
継
ぐ
べ
き
と
き
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
ご
自
覚

の
下
で
身
を
お
慎
み
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」と
も
申
し

上
げ
ま
し
た
。こ
れ
に
対
し
鈴
木
さ
ん
は
更
に「
そ
れ
で

も
絶
え
た
ら
」と
質
問
を
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、「
万
が

一
に
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
無
い
と
存
じ
ま
す
が
、そ
れ
で

も
絶
え
た
な
ら
、そ
の
と
き
は
天
が
日
本
を
滅
ぼ
す
の
で

す
か
ら
仕
方
な
い
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
申
し
上
げ
ま
し
た
。

鈴
木
さ
ん
は「
そ
こ
ま

で
考
え
て
い
る
の
な
ら

ば
よ
ろ
し
い
」
と
言
っ

て
認
め
て
く
れ
ま
し
た
。

（
中
略
）…
私
共
に
し

て
み
れ
ば
皇
室
が
続
く

限
り
天
皇
が
お
わ
す
限

り
、厳
と
し
て
、自
分

が
為
す
べ
き
こ
と
を
為

す
の
だ
と
い
う
考
え
が

ご
ざ
い
ま
し
た
。こ
の

点
が
し
っ
か
り
し
て
お

り
ま
し
た
か
ら
、動
揺

が
起
こ
る
こ
と
も
ご
ざ

い
ま
せ
ん
で
し
た
。し

か
し
、今
日
こ
う
し
た

い
き
さ
つ
を
知
ら
な
い
新
し
い
世
代
の
宮
内
官
が
出
て

く
る
に
従
っ
て
様
々
な
問
題
を
生
じ
始
め
て
い
る
と
思
い

ま
す
。》

回
顧
録
の
最
後
で
、加
藤
氏
は「
こ
う
し
た
い
き
さ
つ
を

知
ら
な
い
新
し
い
世
代
の
宮
内
官
が
出
て
く
る
に
従
っ
て

様
々
な
問
題
を
生
じ
始
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。」と
懸
念

を
示
し
て
い
ま
す
。こ
の
点
、現
在
の
状
況
は
、ま
さ
に
加

藤
氏
が
当
時
懸
念
を
し
た
状
況
と
一
致
す
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

ま
と
め

宮
家
の
設
立
事
情
・
経
緯
を
省
み
る
と
、時
代
ご
と
に

常
に
皇
統
の
備
え
と
し
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。特
に
伏
見
宮
、有
栖
川
宮
、閑
院
宮

で
は
宮
家
の
皇
子
・
当
主
が
皇
位
を
継
承
し
、皇
統
を
輩

出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
点
は
明
ら
か
で
す
。ま
た
、

前
述
の
通
り
、仁
孝
天
皇
か
ら
大
正
天
皇
に
至
る
ま
で
、

幼
少
期
に
逝
去
・
夭
折
し
た
直
宮
を
除
く
と
直
系
の
皇
子

は
天
皇
の
み
で
し
た
。こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
も
あ
り
、

当
時
、宮
家
の
存
在
意
義
は
非
常
に
高
か
っ
た
と
い
え
ま

し
ょ
う
。

さ
ら
に
、宮
家
に
つ
い
て
は
、時
代
ご
と
に
皇
統
の
危
機

が
あ
っ
た
際
に
、天
皇
の
血
統
に
近
い
宮
家
か
ら
継
嗣
を
出

し
て
、皇
統
を
つ
な
ぐ
・
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し

た
。故
に
、宮
家
自
体
に
も
断
絶
の
危
機
が
起
こ
っ
た
と
き

は
天
皇
の
皇
子
が
入
っ
て
宮
家
を
継
承
し
て
宮
家
の
維
持

を
図
っ
た
り
、宮
家
の
王
子
を
親
王
と
す
る
親
王
宣
下
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。現
在
、旧
宮
家
の
皇
籍
復
帰
を
め
ぐ
る

議
論
の
中
で
は
、伏
見
宮
系
統
は
現
在
の
天
皇
か
ら
離
れ

過
ぎ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま
す
が
、そ
う
し
た
批
判

の
一
方
で
、伏
見
宮
は
、五
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、養
子
・

猶
子
を
採
用
し
な
が
ら
、天
皇
家
と
の
関
係
を
保
っ
て
お

り
、一
概
に
離
れ
過
ぎ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。も
し
も

皇
籍
へ
の
復
帰
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、そ

の
時
に
は
、伏
見
宮
系
統
の
十
一
宮
家
の
子
孫
の
中
か
ら
、

と
く
に
明
治
天
皇
や
昭
和
天
皇
の
内
親
王
方
の
婚
嫁
な
ど

も
鑑
み
て
、よ
り
天
皇
の
血
統
に
近
い
旧
宮
家
の
子
孫
が
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対
象
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、女
性
の
宮
家
当
主
に
つ
い
て
は
、桂
宮
で
過
去
に

一
例
の
み
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、「
女
性
が

宮
家
の
当
主
と
な
っ
た
」の
事
例
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
事
実
で
す
。し
か
し
、こ
の
淑
子
内
親
王
が
当
主
と
な
っ

た
際
の
桂
宮
に
つ
い
て
は
、「
皇
統
を
継
ぐ
た
め
の
宮
家
当

主
」と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、継
嗣
と
な
る
男
性
皇
族
が
不

在
の
中
で
、天
皇
や
他
の
宮
家
か
ら
皇
子
の
降
誕
を
待
っ

て
、継
嗣
を
出
願
し
、授
か
る
ま
で
の
間
に
限
り
、暫
定
的

な
形
で
当
主
と
な
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
の
よ
う
な

時
代
背
景
に
鑑
み
れ
ば
、あ
く
ま
で
も
歴
史
的
に
は
、宮
家

と
は「
親
王
が
い
て
立
て
ら
れ
て
き
た
も
の
」で
あ
る
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

各
世
襲
宮
家
の
王
に
つ
い
て
は
、前
述
の
通
り
、明
治
初

期
ま
で
は
、養
子
・
猶
子
と
い
う
形
で
、形
式
上
の
擬
制
的

親
子
関
係
を
得
て
、親
王
宣
下
を
受
け
る
こ
と
で
、天
皇

と
の
親
近
関
係
を
保
持
し
、皇
統
と
し
て
継
嗣
の
候
補
と

な
り
得
て
い
ま
し
た
。ま
た
、明
治
期
～
昭
和
期
に
は
事
実

上
、直
系
皇
族
と
の
親
近
の
遠
さ
を
補
完
す
る
形
で
、一
部

の
宮
家
に
宮
家
の
王
と
明
治
天
皇
、昭
和
天
皇
の
内
親
王

と
の
婚
姻
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
点

と
い
え
ま
す
。

最
後
に
、皇
位
継
承
に
つ
い
て
、こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
な

経
緯
に
も
と
づ
い
て
い
え
ば
、皇
統
護
持
の
根
幹
と
な
る
基

本
線
は
男
系
男
子
に
よ
る
皇
位
の
継
承
で
す
。し
か
し
な

が
ら
、一
方
で
、奈
良
時
代
に
天
武
系
統
の
継
承
の
途
絶
か

ら
天
智
系
統
へ
と
戻
っ
た
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、直

系
の
男
子
に
よ
る
継
承
に
拘
泥
し
す
ぎ
れ
ば
、ど
う
し
て
も

皇
位
の
継
承
が
途
絶
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
、高
く
な
る

と
い
う
こ
と
は
歴
史
的
に
も
あ
り
ま
し
た
。故
に
、常
に
補

完
的
な
存
在
と
し
て
、別
系
統
で
男
系
の
皇
統
を
維
持
す

る
た
め
に
も
、伏
見
宮
以
降
、世
襲
宮
家
の
存
在
が
重
要

と
な
っ
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

今
般
の
上
皇
陛
下
か
ら
今
上
陛
下
へ
の
譲
位
・
践
祚
に

か
か
る
儀
式
や
、元
号
の
公
表
過
程
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、こ
れ
ま
で
の
伝
統
・
慣
習
を
あ
ま
り
踏
襲
し
な
い
形
で

の
新
儀
や
、「
皇
位
」「
皇
統
」「
皇
族
」に
関
す
る
制
度
の

改
変
が
今
後
、さ
ら
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

本
日
お
話
し
た
よ
う
な
内
容
、つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的

事
実
・
事
例
に
も
と
づ
い
て
様
々
な
示
唆
を
な
す
と
い
う
こ

と
は
、あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。ま
た
、旧
皇
族
の
皇
籍
復
帰
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、

当
事
者
と
な
る
元
皇
族
及
び
元
皇
族
の
子
孫
の
側
か
ら

す
れ
ば
、久
邇
邦
昭
氏
が
著
書『
少
年
皇
族
が
見
た
戦
争
』

（
平
成
二
十
七
年
）で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
何
を

い
ま
さ
ら
」と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。一
方
で
、久
邇
氏
は「
皇
室
の
問
題
は
な
か
な
か
複

雑
で
、そ
の
存
廃
も
含
め
た
あ
り
方
、様
々
の
要
素
を
勘
案

し
、最
終
的
に
は
国
民
の
総
意
に
よ
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、

私
個
人
が
兎
や
角
言
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。要
は
日
本

国
の
た
め
に
何
が
よ
い
か
と
い
う
こ
と
だ
」と
も
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
示
唆
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、今
後
の
議
論
を
な
す
上
で
、「
皇
室
の
伝
統
」に

お
い
て
絶
対
に
譲
れ
な
い
点
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。現
代
的
な
改
革
を
加
え

る
の
は
ど
こ
ま
で
な
の
か
、そ
の
点
を
見
極
め
な
が
ら
、今

後
の
宮
家
の
範
囲
の
再
定
義
や
皇
位
継
承
権
者
の
増
加
な

ど
、皇
族
に
か
か
る
皇
室
制
度
の
あ
り
方
、改
正
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、今
後
、宮
家
・
皇
族
に
か
か
る
制
度
改
革
が
議

論
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、皇
位
継
承
の
問
題
も
当
然
議
論

に
な
る
と
思
い
ま
す
。と
は
い
え
、男
系
女
系
を
巡
っ
て
は
、

国
民
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
が
あ
る
わ
け
で
、国
民
統
合
の
象

徴
で
あ
る
天
皇
の
地
位
に
鑑
み
れ
ば
、男
系
・
女
系
の
議
論

が
喧
々
諤
々
に
な
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
、結
果
、国
論
が

二
分
す
る
よ
う
な
状
況
に
な
る
こ
と
だ
け
は
避
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。こ
れ
は
、天
皇
の
権
威
と
い
う
面
を
考
え

て
も
、あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
、望
ま
し
く
な
い
も
の
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

併
せ
て
、こ
れ
は
余
談
的
な
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、最

後
に
、最
近
発
刊
さ
れ
た『
月
刊 

Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
』の
七
月
号

で
は
、「
男
系
男
子
皇
位
継
承
者
の
存
在
を
隠
し
た
の
は
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誰
だ
！
」と
題
し
て
、近
現
代
史
研
究
家
の
水
間
政
憲
氏

が
、旧
宮
家
よ
り
も
あ
と
に
皇
族
が
養
子
に
入
っ
て
相
続

さ
れ
た「
皇
別
摂
家
」と
呼
称（
呼
称
そ
の
も
の
が
学
問

的
に
も
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
）す
る
一
族
の
皇
籍

復
帰
に
つ
い
て
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。確
か
に
、摂
家
、摂

関
家
が
権
力
的
な
面
か
ら
み
て
宮
家
よ
り
も
上
位
に
位

置
付
け
ら
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。し
か

し
、あ
く
ま
で
も
摂
家
は
そ
も
そ
も
臣
下
と
し
て
の
存
在

で
あ
る
上
に
、そ
の
子
孫
も
非
常
に
多
い
わ
け
で
こ
の
よ

う
な
方
々
を
該
当
者
と
し
て
皇
籍
復
帰
す
る
と
な
れ
ば
、

皇
族
と
な
り
得
る
方
々
の
範
囲
が
際
限
な
く
増
え
て
し
ま

い
、皇
室
と
一
般
国
民
と
の
別
、つ
ま
り「
君
臣
の
別
」が

全
く
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。さ
ら
に
水
間
氏
が
呼

称
す
る「
皇
別
摂
家
」（
該
当
す
る
の
が
近
衛
・一
条
・
鷹

司
）自
体
は
、い
ず
れ
も
直
系
当
主
自
体
が
養
子
相
続
に

よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
お
り
、皇
統
を
つ
な
ぐ
一
番
大
事
な
点

で
あ
る
男
系
男
子
に
よ
る
継
承
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、

既
に
そ
の
血
統
が
絶
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。そ
の
点
を
考
え
て
も
、こ
の「
皇
別
摂
家
」自
体

が
そ
も
そ
も
、今
回
の
宮
家
及
び
安
定
的
な
皇
位
継
承
に

か
か
る
議
論
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し

上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に
あ
た
り
、本
日
、こ
の
場
に
て
申
し
上
げ
ま
し

た
私
の
提
言
が
今
後
、皇
族
の
範
囲
や
女
性
宮
家
に
か
か

る
何
ら
か
の
議
論
を
行
う
上
で
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で

す
。本
日
は
洵
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

藤
本  

頼
生
先
生 

御
略
歴

昭
和
四
十
九
年
、岡
山
県
出
身
。皇
學
館
大
学
文
学
部

神
道
学
科
卒
業
、國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科

神
道
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
修
了
。博
士（
神
道
学
）。

専
攻
は
、近
代
神
道
史
、宗
教
社
会
学
。皇
學
館
大
学

卒
業
後
、神
社
本
庁
に
奉
職
し
平
成
二
十
三
年
に
退

職
、國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
神
道
文
化
学
科
専

任
講
師
を
経
て
、現
在
、同
大
學
神
道
文
化
学
部
准
教

授
を
務
め
る
。主
な
著
書
と
し
て
、『
神
道
と
社
会
事

業
の
近
代
史
』（
弘
文
堂
）、『
神
社
と
神
様
が
よ
～
く

わ
か
る
本
』（
秀
和
シ
ス
テ
ム
）、『
よ
く
わ
か
る
皇
室
制

度
』（
神
社
新
報
社
）が
あ
る
。
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旧
宮
家
系
図

『
官
報
』（
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
三
日・宮
内
府
告
示
第
十
五
号
～
十
七
号
）に
記
さ
れ
た

皇
籍
離
脱
の
一
覧
に
み
ら
れ
る
皇
族
の
序
列

関
連
法
全
文

・ 

旧
皇
室
典
範

・ 

現
皇
室
典
範

・ 

皇
室
親
族
令 

・ 

皇
族
身
位
令
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資料1 関係法令条文比較

資料
1

関
係
法
令
条
文
比
較

皇
族
の
定
義
に
つ
い
て

・ 

皇
族
の
定
義
範
囲
に
は
、世
数
に
よ
る
呼
称
に
違
い
は

あ
る
が
、新
旧
典
範
共
に
、同
様
で
あ
る
。

・ 

新
旧
の
典
範
は
、共
に「
永
世
皇
族
制
」を
採
用
し
、原

則
と
し
て「
世
数
限
定
制
」を
取
っ
て
い
な
い
。

第
五
条	

皇
后
、太
皇
太
后
、皇
太
后
、親
王
、親
王
妃
、

内
親
王
、王
、王
妃
及
び
女
王
を
皇
子
と
す
る
。

第
六
条	

嫡
出
の
皇
子
及
び
嫡
男
系
嫡
出
の
皇
孫

は
、男
を
親
王
、女
を
内
親
王
と
し
、三

世
以
下
の
嫡
男
系
嫡
出
の
子
孫
は
、男
を

王
、女
を
女
王
と
す
る
。

第
三
十
条	

皇
族
ト
称
フ
ル
ハ
太
皇
太
后
皇
太
后

皇
后
皇
太
子
皇
太
子
妃
皇
太
孫
皇
太

孫
妃
親
王
親
王
妃
内
親
王
王
王
妃
女

王
ヲ
謂
フ

第
三
十
一条	

皇
子
ヨ
リ
皇
玄
孫
ニ
至
ル
マ
テ
ハ
男

ヲ
親
王
女
ヲ
内
親
王
ト
シ
五
世
以
下

ハ
男
ヲ
王
女
ヲ
女
王
ト
ス

 

皇
位
継
承
の
原
則
に
つ
い
て

・ 

皇
位
継
承
の
原
則
に
つ
い
て
は
、新
旧
典
範（
及
び
憲
法
）

共
に
、「
男
系
男
子
の
世
襲
」を
規
定
す
る
。

第
二
条	

皇
位
は
、世
襲
の
も
の
で
あ
つ
て
、国
会

の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、こ
れ
を
継
承
す
る
。

第
一
条	

皇
位
は
、皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子

が
、こ
れ
を
継
承
す
る
。

第
二
条	

皇
位
ハ
皇
室
典
範
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依

リ
皇
男
子
孫
之
ヲ
継
承
ス

第
一
条	

大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ

テ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス

皇
位
継
承
の
順
位
に
つ
い
て

・ 

皇
位
継
承
の
順
序
は
、新
旧
典
範
共
に
、相
違
が
な
い
。

第
二
条	

皇
位
は
、左
の
順
序
に
よ
り
、皇
族
に
、こ

れ
を
伝
え
る
。

一
　
皇
長
子

二
　
皇
長
孫

三
　
そ
の
他
の
皇
長
子
の
子
孫

四
　
皇
次
子
及
び
そ
の
子
孫

五
　
そ
の
他
の
皇
子
孫

六
　
皇
兄
弟
及
び
そ
の
子
孫

七
　
皇
伯
叔
父
及
び
そ
の
子
孫

前
項
各
号
の
皇
族
が
な
い
と
き
は
、皇

位
は
、そ
れ
以
上
で
、最
近
親
の
系
統

の
皇
族
に
、こ
れ
を
伝
え
る
。

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、長
系
を
先

に
し
、同
等
内
で
は
、長
を
先
に
す
る
。

第
二
条	

皇
位
ハ
皇
長
子
ニ
伝
フ

第
三
条	

皇
長
子
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
長
孫
ニ
伝

フ
皇
長
子
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト

キ
ハ
皇
次
子
及
其
ノ
子
孫
ニ
伝
フ
以
下

皆
之
ニ
例
ス

第
四
条	

皇
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
ハ
嫡
出

ヲ
先
ニ
ス
皇
庶
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
継
承

ス
ル
ハ
皇
嫡
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ニ

限
ル

第
五
条	

皇
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
兄
弟

及
其
ノ
子
孫
ニ
伝
フ

新
典
範

新
典
範

現
憲
法

旧
典
範

旧
典
範

旧
憲
法

旧
典
範

新
典
範
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資料1 関係法令条文比較

第
六
条	

皇
兄
弟
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト

キ
ハ
皇
伯
叔
父
及
其
ノ
子
孫
ニ
伝
フ

第
七
条	

皇
伯
叔
父
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
以
上
ニ
於
テ
最
近
親
ノ
皇
族
ニ
伝
フ

第
八
条	
皇
兄
弟
以
上
ハ
同
等
内
ニ
於
テ
嫡
ヲ
先
ニ

シ
庶
ヲ
後
ニ
シ
長
ヲ
先
ニ
シ
幼
ヲ
後
ニ
ス

皇
族
の
身
分
の
取
得
に
つ
い
て(

皇
族
以
外)

・ （
皇
族
以
外
の
者
）皇
族
の
身
分
の
取
得
に
関
し
て
、旧
典

範
に
は
明
確
な
条
文
規
定
は
無
い
が
、上
記
第
三
十
条
及

び
三
十
一
条
に
よ
り
、「
皇
后
」及
び「
妃
」と
な
る
以
外
に

方
途
が
な
い（
親
族
令
第
三
十
三
条
に
は「
臣
籍
ヨ
リ
入

リ
タ
ル
妃
」の
用
例
が
あ
る
）。但
し
、新
典
範
に
は
、そ
の

旨
が
第
十
五
条
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。

・ 

皇
族
の
養
子
に
つ
い
て
は
、新
旧
典
範
共
に
禁
止
し
て
い
る
。

第
九
条	

天
皇
及
び
皇
族
は
、養
子
を
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

第
十
五
条	

皇
族
以
外
の
者
及
び
そ
の
子
孫
は
、女
子

が
皇
后
と
な
る
場
合
及
び
皇
族
男
子
と

婚
姻
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、皇
族
と
な

る
こ
と
が
な
い
。

第
四
十
二
条	

皇
族
ハ
養
子
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

皇
族
の
身
分
の
離
脱（
降
嫁
）に
つ
い
て

・ （
降
嫁
に
よ
る
）皇
族
の
身
分
の
離
脱
に
は
、新
旧
典
範
共

に
、相
違
が
な
い
も
の
の
、旧
典
範
に
お
い
て
は
、「
特
旨
」

を
以
って
、皇
族
時
の
称（
内
親
王・女
王
）を
継
続
す
る
こ

と
が
出
来
る
。

第
十
二
条	

皇
族
女
子
は
、天
皇
及
び
皇
族
以
外
の

者
と
婚
姻
し
た
と
き
は
、皇
族
の
身
分

を
離
れ
る
。

第
三
十
九
条	

皇
族
ノ
婚
嫁
ハ
同
族
又
ハ
勅
旨
ニ
由
リ
特

ニ
認
許
セ
ラ
レ
タ
ル
華
族
ニ
限
ル

第
四
十
四
条	

皇
族
女
子
ノ
臣
籍
ニ
嫁
シ
タ
ル
者
ハ
皇
族

ノ
列
ニ
在
ラ
ス
但
シ
特
旨
ニ
依
リ
仍
内
親

王
女
王
ノ
称
ヲ
有
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

皇
族
の
身
分
の
離
脱（
意
思
）に
つ
い
て

・ 

皇
族
の
身
分
の
離
脱
に
つ
い
て
、新
典
範
に
は
自
己
の
意
思

（
請
願
）に
基
づ
く
規
定
が
あ
る
が
、旧
典
範
で
は
規
定

さ
れ
て
お
ら
ず
、旧
増
補
に
よ
り
初
め
て
規
定
さ
れ
る
。

・ 

旧
増
補
に
よ
る
臣
籍
降
下
は
、大
正
九
年
ま
で
は
二
例
の
み
。

・ 

皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
施
行
準
則（
大
正
九
年
五
月

十
九
日
裁
定
）に
よ
り
、（
天
皇
の
四
世
孫
：
孫
の
孫
で

あ
る
親
王
の
子
）王
以
降
の
皇
族（
王
）に
つ
い
て
は
、長

子
系
四
世
孫（
親
王
の
玄
孫
）ま
で
を
除
い
た
皇
族（
王
）

は
、「
勅
旨
ニ
依
リ
家
名
ヲ
賜
ヒ
華
族
」と
な
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
た
。

第
十
一
条	

年
齢
十
五
年
以
上
の
内
親
王
、王
及
び

女
王
は
、そ
の
意
思
に
基
き
、皇
室
会
議

の
議
に
よ
り
、皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
。

親
王（
皇
太
子
及
び
皇
太
孫
を
除

く
。）、内
親
王
、王
及
び
女
王
は
、前
項

の
場
合
の
外
、や
む
を
得
な
い
特
別
の
事

由
が
あ
る
と
き
は
、皇
室
会
議
の
議
に
よ

り
、皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
。

第
一
条	

王
ハ
勅
旨
又
ハ
請
願
ニ
依
リ
家
名
ヲ
賜

ヒ
華
族
ニ
列
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
二
条	

王
ハ
勅
許
ニ
依
リ
華
族
ノ
家
督
相
続

人
ト
ナ
リ
又
ハ
家
督
相
続
ノ
目
的
ヲ
以

テ
華
族
ノ
養
子
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル

第
二
十
五
条	

皇
室
典
範
増
補
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

請
願
ヲ
為
ス
ニ
ハ
王
満
十
五
年
以
上
タ

ル
コ
ト
ヲ
要
ス

旧
増
補

身
位
令

新
典
範

新
典
範

旧
典
範

旧
典
範

新
典
範
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資料1 関係法令条文比較

第
一
条	

皇
玄
孫
ノ
子
孫
タ
ル
王
明
治
四
十
年

二
月
十
一
日
勅
定
ノ
皇
室
典
範
増
補

第
一
条
及
皇
族
身
位
令
第
二
十
五
条

ノ
規
定
ニ
依
リ
請
願
ヲ
為
サ
サ
ル
ト

キ
ハ
長
子
孫
ノ
系
統
四
世
ヲ
除
ク
ノ

外
勅
旨
ニ
依
リ
家
名
ヲ
賜
ヒ
華
族
ニ

列
ス

第
二
条	

前
条
ノ
長
子
孫
ノ
系
統
ヲ
定
ム
ル
ハ
皇

位
継
承
ノ
順
序
ニ
依
ル

第
三
条	

長
子
孫
ノ
系
統
四
世
以
内
ニ
在
ル
者

子
孫
ナ
ク
シ
テ
父
祖
ニ
先
チ
薨
去
シ

タ
ル
場
合
ニ
於
テ
兄
弟
タ
ル
王
ア
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
王
皇
位
継
承
ノ
順
序
ニ
従

ヒ
之
ニ
代
ル
モ
ノ
ト
ス
ル

第
四
条	

前
数
条
ノ
規
定
ハ
皇
室
典
範
第
三
十
二

条
ノ
規
定
ニ
依
リ
親
王
ノ
号
ヲ
宣
賜
セ

ラ
レ
タ
ル
皇
兄
弟
及
ソ
ノ
子
孫
ニ
之
ヲ

準
用
ス
ル

 

附 

則

此
ノ
準
則
ハ
現
在
ノ
宣
下
親
王
ノ
子
孫
現
ニ
宮
号
ヲ
有

ス
ル
王
ノ
子
孫
並
兄
弟
及
其
ノ
子
孫
ニ
準
用
ス
但
シ
第

一
条
ニ
定
メ
タ
ル
世
数
ハ
故
邦
家
親
王
ノ
子
ヲ一
世
ト
シ

実
系
ニ
依
リ
之
ヲ
算
ス

博
恭
王
長
子
孫
ノ
系
統
ニ
在
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

邦
芳
王
及
多
嘉
王
ニ
ハ
此
ノ
準
則
ヲ
適
用
セ
ス

第
三
十
一条	

皇
子
ヨ
リ
皇
玄
孫
ニ
至
ル
マ
テ
ハ
男
ヲ
親

王
女
ヲ
内
親
王
ト
シ
五
世
以
下
ハ
男
ヲ

王
女
ヲ
女
王
ト
ス

臣
籍
に
降
下
し
た
方
の
皇
族
身
分
の

再
取
得
に
つ
い
て

・ 
臣
籍
に
降
下
し
た
方
の
皇
族
の
身
分
の
再
取
得
に
関
す

る
定
め
は
新
典
範
に
は
存
在
し
な
い
が
、前
述
の
通
り
、

第
十
五
条（
皇
族
の
身
分
の
取
得
に
つ
い
て
）の
定
め
に

よ
り
、女
性
が
男
子
皇
族
と
婚
姻
す
る
場
合
し
か
想
定

さ
れ
な
い
。旧
典
範
下
に
お
い
て
も
、臣
籍
降
下（
含
降

嫁
）の
後
は
皇
族
に
復
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

第
五
条	

皇
族
ノ
臣
籍
ニ
入
リ
タ
ル
者
ハ
皇
族
ニ

復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
三
十
二
条	

皇
族
男
子
ニ
嫁
シ
タ
ル
皇
族
女
子
離
婚

ノ
場
合
ニ
於
テ
直
系
尊
属
ノ
臣
籍
ニ
入

リ
創
立
シ
タ
ル
家
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
家
ニ

入
ル

皇
族
と
臣
籍
に
亘
る
親
族
関
係
に
つ
い
て

・ 

皇
族
と
臣
籍
に
あ
る
者
の
間
の
親
族
関
係
に
つ
い
て

は
、新
典
範
に
特
に
定
め
は
無
く
民
法
に
よ
る
規
定
が

適
応
さ
れ
る
。旧
典
範
下
に
お
い
て
も
、同
様
の
定
め

が
あ
る
が
、六
親
等
の
血
族
に
限
定
さ
れ
る
。

第
七
二
五
条	

次
に
掲
げ
る
者
は
、親
族
と
す
る
。

一 

　
六
親
等
内
の
血
族

二 

　
配
偶
者

三 

　
三
親
等
内
の
姻
族

第
一
条	

本
令
其
ノ
他
ノ
皇
室
令
ニ
別
段
ノ
定
ア

ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
左
ニ
掲
ケ
タ
ル
者

ヲ
以
テ
親
族
ト
ス

一
　
血
族

二
　
配
偶
者

三
　
三
親
等
内
ノ
姻
族

第
二
条	

天
皇
又
ハ
皇
族
ト
臣
籍
ニ
在
ル
者
ト
ノ

間
ニ
於
テ
ハ
血
族
ハ
六
親
等
内
ニ
限
リ

之
ヲ
親
族
ト
ス

準
　
則

旧
典
範

旧
増
補

親
族
令

民
　
法

親
族
令
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旧
宮
家
系
図

資料
2

凡
例	

・ 

右
下
の
数
字
は
平
成
二
十
四
年
一
月
現
在
の
年
齢
。

	

・ 

系
図
は
原
則
血
統（
父
系
）に
よ
り
、養
子
関
係
は
含

め
な
い
。

	

・ 

昭
和
二
十
二
年
の
宮
家
皇
籍
離
脱
の
際
の
当
主
は

太
字・枠
、東
伏
見
宮
に
つ
い
て
は
、依
仁
親
王
が
既
に

薨
去
し
当
主
不
在
の
た
め
、周
子
妃
が
皇
籍
離
脱
。

	

・ 

女
性
は
、網
掛
け
で
示
し
た
。

出
典	 

平
成
二
十
四
年
四
月
十
日

	
 

皇
室
制
度
に
関
す
る
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ

	
 

百
地
章
氏 

配
布
資
料
よ
り
抜
粋
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資料
3
『
官
報
』（
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
三
日・宮
内
府
告
示
第
十
五
号
～
十
七
号
）

に
記
さ
れ
た
皇
籍
離
脱
の一
覧
に
み
ら
れ
る
皇
族
の
序
列

　
　 

 

宮
内
府
告
示
第
十
五
号

博
明
王
、光
子
女
王
、章
子
女
王
、武
彦
王
、恒
憲
王
、朝
融
王
、守
正
王
、鳩
彦
王
、稔
彦
王
、故
成
久
王
妃
房
子
内
親
王
、道
久
王
、肇
子

女
王
、恒
徳
王
及
び
春
仁
王
各
殿
下
は
、皇
室
典
範
第
十一条
の
規
定
に
よ
り
、昭
和
二
十
二
年
十
月
十
四
日
皇
族
の
身
分
を
離
れ
ら
れ
る
。

昭
和
二
十
二
年
十
月
十
三
日
　
　
宮
内
府
長
官
　
松
平
慶
民

　
　 

 

宮
内
府
告
示
第
十
六
号

恒
憲
王
妃
敏
子
、邦
壽
王
、治
憲
王
、章
憲
王
、文
憲
王
、宗
憲
王
、健
憲
王
、邦
昭
王
、朝
建
王
、朝
宏
王
、朝
子
女
王
、通
子
女
王
、英
子

女
王
、典
子
女
王
、守
正
王
妃
伊
都
子
、孚
彦
王
、孚
彦
王
妃
千
賀
子
、誠
彦
王
、冨
久
子
女
王
、美
乃
子
女
王
、稔
彦
王
妃
聰
子
内
親

王
、盛
厚
王
、盛
厚
王
妃
成
子
内
親
王
、信
彦
王
、文
子
女
王
、俊
彦
王
、恒
徳
王
妃
光
子
、恆
正
王
、恆
治
王
、素
子
女
王
、紀
子
女
王

及
び
春
仁
王
妃
直
子
各
殿
下
は
、皇
室
典
範
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、昭
和
二
十
二
年
十
月
十
四
日
皇
族
の
身
分
を
離
れ
ら
れ
る
。

　
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
三
日
　
　
宮
内
府
長
官
　
松
平
慶
民

　
　 

 

附
記

本
表
か
ら
は
、当
時
の
一
応
の
皇
族
の
序
列
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
明
治
期
に
お
い
て
は
、直
宮
以
外
の
各
宮
家
は
す
べ
て
伏
見
宮
の
系
統
で
あ
り
、か
つ
四
世
襲
親
王
家
な
ど
へ
も
養
子
に
入
っ
て
い
る
経
緯
も
あ

る
こ
と
か
ら
、宮
家
の
家
名
だ
け
で
は
、遠
近
、序
列
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。有
栖
川
宮
、桂
宮
が
絶
家
し
て
以
降
は
、伏
見
宮
を
中
心
に
し

て
、伏
見
宮
か
ら
の
分
家
、さ
ら
に
そ
の
分
家
か
ら
分
立
し
た
宮
家
の
順
に
、長
子
優
先
の
形
で
考
え
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
　 

 

宮
内
庁
告
示
第
十
七
号

故
依
仁
親
王
妃
周
子
、故
博
義
王
妃
朝
子
、故
邦
彦
王
妃
俔
子
、故
多
嘉
王
妃
静
子
、故
永
久
王
妃
祥
子
各
殿
下
は
、皇
室
典

範
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、昭
和
二
十
二
年
十
月
十
四
日
皇
族
の
身
分
を
離
れ
ら
れ
る
。

　
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
三
日
　
　
宮
内
府
長
官
　
松
平
慶
民

伏見宮

博明王

光子女王

章子女王

山階宮 武彦王

賀陽宮 恒憲王

久邇宮 朝融王

梨本宮 守正王

朝香宮 鳩彦王

東久邇宮 稔彦王

北白川宮

故成久王妃房子内親王

道久王

肇子女王

竹田宮 恒徳王

閑院宮 春仁王

賀陽宮

恒憲王妃敏子

邦壽王

治憲王

章憲王

文憲王

宗憲王

健憲王

久邇宮

邦昭王

朝建王

朝宏王

朝子女王

通子女王

英子女王

典子女王

梨本宮 守正王妃伊都子

朝香宮

孚彦王

孚彦王妃千賀子

誠彦王

冨久子女王

美乃子女王

東久邇宮

稔彦王妃聰子内親王

盛厚王

盛厚王妃成子内親王

信彦王

文子女王

俊彦王

竹田宮

恒徳王妃光子

恆正王

恆治王

素子女王

紀子女王

閑院宮 春仁王妃直子

東伏見宮 故依仁親王妃周子

伏見宮 故博義王妃朝子

久邇宮
故邦彦王妃俔子

故多嘉王妃静子

北白川宮 故永久王妃祥子
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公
布
…
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日

廃
止
…
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
日

関
連
法
全
文

旧 
皇
室
典
範

　
　 

 

第
一
章
　
皇
位
継
承

第
　
一
　
条	

大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ

男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス

第
　
二
　
条	

皇
位
ハ
皇
長
子
ニ
伝
フ

第
　
三
　
条	

皇
長
子
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
長
孫
ニ
伝

フ
皇
長
子
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト

キ
ハ
皇
次
子
及
其
ノ
子
孫
ニ
伝
フ
以
下

皆
之
ニ
例
ス

第
　
四
　
条	

皇
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
ハ
嫡
出
ヲ

先
ニ
ス
皇
庶
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル

ハ
皇
嫡
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ニ
限
ル

第
　
五
　
条	

皇
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
兄
弟
及

其
ノ
子
孫
ニ
伝
フ

第
　
六
　
条	

皇
兄
弟
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ

皇
伯
叔
父
及
其
ノ
子
孫
ニ
伝
フ

第
　
七
　
条	

皇
伯
叔
父
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
以
上
ニ
於
テ
最
近
親
ノ
皇
族

ニ
伝
フ

第
　
八
　
条	

皇
兄
弟
以
上
ハ
同
等
内
ニ
於
テ
嫡
ヲ
先

ニ
シ
庶
ヲ
後
ニ
シ
長
ヲ
先
ニ
シ
幼
ヲ
後

ニ
ス

第
　
九
　
条	

皇
嗣
精
神
若
ハ
身
体
ノ
不
治
ノ
重
患
ア

リ
又
ハ
重
大
ノ
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
皇
族

会
議
及
枢
密
顧
問
ニ
諮
詢
シ
前
数
条
ニ

依
リ
継
承
ノ
順
序
ヲ
換
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　 

 

第
二
章
　
践
祚
即
位

第
　
十
　
条	

天
皇
崩
ス
ル
ト
キ
ハ
皇
嗣
即
チ
践
祚
シ

祖
宗
ノ
神
器
ヲ
承
ク

第 
十
一 
条	

即
位
ノ
体
及
大
嘗
祭
ハ
京
都
ニ
於
テ
之

ヲ
行
フ

第 

十
二 

条	
践
祚
ノ
後
元
号
ヲ
建
テ
一
世
ノ
間
ニ
再

ヒ
改
メ
サ
ル
コ
ト
明
治
元
年
ノ
定
制
ニ

従
フ

　
　 

 

第
三
章
　
成
年
立
后
立
太
子

第 

十
三 

条	

天
皇
及
皇
太
子
皇
太
孫
ハ
満
十
八
年
ヲ

以
テ
成
年
ト
ス

第 

十
四 

条	

前
条
ノ
外
ノ
皇
族
ハ
満
二
十
年
ヲ
以
テ

成
年
ト
ス

第 

十
五 

条	

儲
嗣
タ
ル
皇
子
ヲ
皇
太
子
ト
ス
皇
太
子

在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
儲
嗣
夕
ル
皇
孫
ヲ
皇

太
孫
ト
ス

第 

十
六 

条	

皇
后
皇
太
子
皇
太
孫
ヲ
立
ツ
ル
ト
キ
ハ

詔
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
布
ス

　
　 

 

第
四
章
　
敬
称

第 

十
七 

条	

天
皇
太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
ノ
敬
称
ハ

陛
下
ト
ス

第 

十
八 

条	

皇
太
子
皇
太
子
妃
皇
太
孫
皇
太
孫
妃
親

王
親
王
妃
内
親
王
王
王
妃
女
王
ノ
敬
称

ハ
殿
下
ト
ス

　
　 

 

第
五
章
　
摂
政

第 

十
九 

条	

天
皇
未
タ
成
年
ニ
達
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
摂

政
ヲ
置
ク

	

天
皇
久
キ
ニ
亘
ル
ノ
故
障
ニ
由
リ
大
政

ヲ
親
ラ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇

族
会
議
及
枢
密
顧
問
ノ
議
ヲ
経
テ
摂
政

ヲ
置
ク

第 

二
十 

条	

摂
政
ハ
成
年
ニ
達
シ
タ
ル
皇
太
子
又
ハ

皇
太
孫
之
ニ
任
ス

第
二
十
一
条	

皇
太
子
皇
太
孫
在
ラ
サ
ル
カ
又
ハ
未
タ

成
年
ニ
達
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
順
序
ニ

依
リ
摂
政
ニ
任
ス 

	

第
一
　
親
王
及
王 

	

第
二
　
皇
后 

	

第
三
　
皇
太
后 

	

第
四
　
太
皇
太
后 

	

第
五
　
内
親
王
及
女
王

資料
4
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第
二
十
二
条	

皇
族
男
子
ノ
摂
政
ニ
任
ス
ル
ハ
皇
位
継

承
ノ
順
序
ニ
従
フ
其
ノ
女
子
ニ
於
ケ
ル

モ
亦
之
ニ
準
ス

第
二
十
三
条	
皇
族
女
子
ノ
摂
政
ニ
任
ス
ル
ハ
其
ノ
配

偶
ア
ラ
サ
ル
者
ニ
限
ル

第
二
十
四
条	

最
近
親
ノ
皇
族
未
タ
成
年
ニ
達
セ
サ
ル

カ
又
ハ
其
ノ
他
ノ
事
故
ニ
由
リ
他
ノ
皇

族
摂
政
ニ
任
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
後
来
最
近

親
ノ
皇
族
成
年
ニ
達
シ
又
ハ
其
ノ
事
故

既
ニ
除
ク
ト
雖
皇
太
子
及
皇
太
孫
ニ
対

ス
ル
ノ
外
其
ノ
任
ヲ
譲
ル
コ
ト
ナ
シ 

第
二
十
五
条	

摂
政
又
ハ
摂
政
タ
ル
ヘ
キ
者
精
神
若
ハ

身
体
ノ
重
患
ア
リ
又
ハ
重
大
ノ
事
故
ア

ル
ト
キ
ハ
皇
族
会
議
及
枢
密
顧
問
ノ
議

ヲ
経
テ
其
ノ
順
序
ヲ
換
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　 

 

第
六
章
　
太
傅

第
二
十
六
条	

天
皇
未
夕
成
年
ニ
達
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
太

傅
ヲ
置
キ
保
育
ヲ
掌
ラ
シ
ム

第
二
十
七
条	

先
帝
遺
命
ヲ
以
テ
太
傅
ヲ
任
セ
サ
リ
シ

ト
キ
ハ
摂
政
ヨ
リ
皇
族
会
議
及
枢
密
顧

問
ニ
諮
詢
シ
之
ヲ
選
任
ス

第
二
十
八
条	

太
傅
ハ
摂
政
及
其
ノ
子
孫
之
ニ
任
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
九
条	

摂
政
ハ
皇
族
会
議
及
枢
密
顧
問
ニ
諮
詢

シ
タ
ル
後
ニ
非
サ
レ
ハ
太
傅
ヲ
退
職
セ

シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　 

 

第
七
章
　
皇
族

第 

三
十 

条	

皇
族
ト
称
フ
ル
ハ
太
皇
太
后
皇
太
后
皇

后
皇
太
子
皇
太
子
妃
皇
太
孫
皇
太
孫
妃

親
王
親
王
妃
内
親
王
王
王
妃
女
王
ヲ
謂
フ

第
三
十
一
条	

皇
子
ヨ
リ
皇
玄
孫
ニ
至
ル
マ
テ
ハ
男
ヲ

親
王
女
ヲ
内
親
王
ト
シ
五
世
以
下
ハ
男

ヲ
王
女
ヲ
女
王
ト
ス

第
三
十
二
条	

天
皇
支
系
ヨ
リ
入
テ
大
統
ヲ
承
ク
ル
ト

キ
ハ
皇
兄
弟
姉
妹
ノ
王
女
王
タ
ル
者
ニ

特
ニ
親
王
内
親
王
ノ
号
ヲ
宣
賜
ス

第
三
十
三
条	

皇
族
ノ
誕
生
命
名
婚
嫁
薨
去
ハ
宮
内
大

臣
之
ヲ
公
告
ス

第
三
十
四
条	

皇
統
譜
及
前
条
ニ
関
ル
記
録
ハ
図
書
寮

ニ
於
テ
尚
蔵
ス

第
三
十
五
条	

皇
族
ハ
天
皇
之
ヲ
監
督
ス

第
三
十
六
条	

摂
政
在
任
ノ
時
ハ
前
条
ノ
事
ヲ
摂
行
ス

第
三
十
七
条	

皇
族
男
女
幼
年
ニ
シ
テ
父
ナ
キ
者
ハ
宮
内

ノ
官
僚
ニ
命
シ
保
育
ヲ
掌
ラ
シ
ム
事
宜
ニ

依
リ
天
皇
ハ
其
ノ
父
母
ノ
選
挙
セ
ル
後
見

人
ヲ
認
可
シ
又
ハ
之
ヲ
勅
選
ス
ヘ
シ

第
三
十
八
条	

皇
族
ノ
後
見
人
ハ
成
年
以
上
ノ
皇
族
ニ

限
ル

第
三
十
九
条	

皇
族
ノ
婚
嫁
ハ
同
族
又
ハ
勅
旨
ニ
由
リ

特
ニ
認
許
セ
ラ
レ
タ
ル
華
族
ニ
限
ル

第 

四
十 

条	

皇
族
ノ
婚
嫁
ハ
勅
許
ニ
由
ル

第
四
十
一
条	

皇
族
ノ
婚
嫁
ヲ
許
可
ス
ル
ノ
勅
書
ハ
宮

内
大
臣
之
ニ
副
署
ス

第
四
十
二
条	

皇
族
ハ
養
子
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
十
三
条	

皇
族
国
境
ノ
外
ニ
旅
行
セ
ム
ト
ス
ル
ト

キ
ハ
勅
許
ヲ
請
フ
ヘ
シ

第
四
十
四
条	

皇
族
女
子
ノ
臣
籍
ニ
嫁
シ
タ
ル
者
ハ
皇

族
ノ
列
ニ
在
ラ
ス
但
シ
特
旨
ニ
依
リ
仍

内
親
王
女
王
ノ
称
ヲ
有
セ
シ
ム
ル
コ
ト

ア
ル
ヘ
シ

　
　 

 

第
八
章
　
世
伝
御
料

第
四
十
五
条	

土
地
物
件
ノ
世
伝
御
料
ト
定
メ
タ
ル
モ

ノ
ハ
分
割
譲
与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
十
六
条	

世
伝
御
料
ニ
編
入
ス
ル
土
地
物
件
ハ
枢

密
顧
問
ニ
諮
詢
シ
勅
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
定

メ
宮
内
大
臣
之
ヲ
公
告
ス

　
　 

 

第
九
章
　
皇
室
経
費

第
四
十
七
条	

皇
室
諸
般
ノ
経
費
ハ
特
ニ
常
額
ヲ
定
メ

国
庫
ヨ
リ
支
出
セ
シ
ム

第
四
十
八
条	

皇
室
経
費
ノ
予
算
決
算
検
査
及
其
ノ
他

ノ
規
則
ハ
皇
室
会
計
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ

依
ル
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第
十
章
　
皇
族
訴
訟
及
懲
戒

第
四
十
九
条	

皇
族
相
互
ノ
民
事
ノ
訴
訟
ハ
勅
旨
ニ
依

リ
宮
内
省
ニ
於
テ
裁
判
員
ヲ
命
シ
裁
判

セ
シ
メ
勅
裁
ヲ
経
テ
之
ヲ
執
行
ス

第 

五
十 

条	
人
民
ヨ
リ
皇
族
ニ
対
ス
ル
民
事
ノ
訴
訟

ハ
東
京
控
訴
院
ニ
於
テ
之
ヲ
裁
判
ス
但

シ
皇
族
ハ
代
人
ヲ
以
テ
訴
訟
ニ
当
ラ
シ

メ
自
ラ
訟
廷
ニ
出
ル
ヲ
要
セ
ス

第
五
十
一
条	

皇
族
ハ
勅
許
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
拘
引
シ

又
ハ
裁
判
所
ニ
召
喚
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
五
十
二
条	

皇
族
其
ノ
品
位
ヲ
辱
ム
ル
ノ
所
行
ア
リ

又
ハ
皇
室
ニ
対
シ
忠
順
ヲ
欠
ク
ト
キ
ハ

勅
旨
ヲ
以
テ
之
ヲ
懲
戒
シ
其
ノ
重
キ
者

ハ
皇
族
特
権
ノ
一
部
又
ハ
全
部
ヲ
停
止

シ
若
ハ
剥
奪
ス
ヘ
シ

第
五
十
三
条	

皇
族
蕩
産
ノ
所
行
ア
ル
ト
キ
ハ
勅
旨
ヲ

以
テ
治
産
ノ
禁
ヲ
宣
告
シ
其
ノ
管
財
者

ヲ
任
ス
ヘ
シ

第
五
十
四
条	

前
二
条
ハ
皇
族
会
議
ニ
諮
詢
シ
タ
ル
後

之
ヲ
勅
裁
ス

　
　 

 

第
十
一
章
　
皇
族
会
議

第
五
十
五
条	

皇
族
会
議
ハ
成
年
以
上
ノ
皇
族
男
子
ヲ

以
テ
組
織
シ
内
大
臣
枢
密
院
議
長
宮
内

大
臣
司
法
大
臣
大
審
院
長
ヲ
以
テ
参
列

セ
シ
ム

第
五
十
六
条	

天
皇
ハ
皇
族
会
議
ニ
親
臨
シ
又
ハ
皇
族

中
ノ
一
員
ニ
命
シ
テ
議
長
タ
ラ
シ
ム

　
　 

 

第
十
二
章
　
補
則

第
五
十
七
条	

現
在
ノ
皇
族
五
世
以
下
親
王
ノ
号
ヲ
宣

賜
シ
タ
ル
者
ハ
旧
ニ
依
ル

第
五
十
八
条	

皇
位
継
承
ノ
順
序
ハ
総
テ
実
系
ニ
依
ル

現
在
皇
養
子
皇
猶
子
又
ハ
他
ノ
継
嗣
タ

ル
ノ
故
ヲ
以
テ
之
ヲ
混
ス
ル
コ
ト
ナ
シ

第
五
十
九
条	

親
王
内
親
王
王
女
王
ノ
品
位
ハ
之
ヲ
廃
ス

第 

六
十 
条	
親
王
ノ
家
格
及
其
ノ
他
此
ノ
典
範
ニ
抵

触
ス
ル
例
規
ハ
総
テ
之
ヲ
廃
ス

第
六
十
一
条	

皇
族
ノ
財
産
歳
費
及
諸
規
則
ハ
別
ニ
之

ヲ
定
ム
ヘ
シ

第
六
十
二
条	

将
来
此
ノ
典
範
ノ
条
項
ヲ
改
正
シ
又
ハ

増
補
ス
ヘ
キ
ノ
必
要
ア
ル
ニ
当
テ
ハ
皇

族
会
議
及
枢
密
顧
問
ニ
諮
詢
シ
テ
之
ヲ

勅
定
ス
ヘ
シ

　
　 

 

皇
室
典
範
増
補
（
明
治
四
十
年
二
月
十
一
日
）

第
　
一
　
条	

王
ハ
勅
旨
又
ハ
請
願
ニ
依
リ
家
名
ヲ
賜

ヒ
華
族
ニ
列
セ
シ
ム
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
　
二
　
条	

王
ハ
勅
許
ニ
依
リ
華
族
ノ
家
督
相
続
人

ト
ナ
リ
又
ハ
家
督
相
続
ノ
目
的
ヲ
以
テ

華
族
ノ
養
子
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
　
三
　
条	

前
二
条
ニ
依
リ
臣
籍
ニ
入
リ
タ
ル
者
ノ

妻
直
系
卑
属
及
其
ノ
妻
ハ
其
ノ
家
ニ
入

ル
但
シ
他
ノ
皇
族
ニ
嫁
シ
タ
ル
女
子
及

其
ノ
直
系
卑
属
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
　
四
　
条	

特
権
ヲ
剥
奪
セ
ラ
レ
タ
ル
皇
族
ハ
勅
旨

ニ
由
リ
臣
籍
ニ
降
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

	

前
項
ニ
依
リ
臣
籍
ニ
降
サ
レ
タ
ル
者
ノ

其
ノ
家
ニ
入
ル

第
　
五
　
条	

第
一
条
第
二
条
第
四
条
ノ
場
合
ニ
於
テ

ハ
皇
族
会
議
及
枢
密
顧
問
ノ
諮
詢
ヲ
経

ヘ
シ

第
　
六
　
条	

皇
族
ノ
臣
籍
ニ
入
リ
タ
ル
者
ハ
皇
族
ニ
服

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
　
七
　
条	

皇
族
ノ
身
位
其
ノ
他
ノ
権
義
ニ
関
ス
ル

規
程
ハ
此
ノ
典
範
ニ
定
メ
タ
ル
モ
ノ
ノ

外
別
ニ
之
ヲ
定
ム

皇
族
ト
人
民
ト
ニ
渉
ル
事
項
ニ
シ
テ

各
々
適
用
ス
ヘ
キ
法
規
ヲ
異
ニ
ス
ル
ト

キ
ハ
前
項
ノ
規
程
ニ
依
ル

第
　
八
　
条	

法
律
命
令
中
皇
族
ニ
適
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ト
シ
タ
ル
規
定
ハ
此
ノ
典
範
又
ハ
之
ニ

基
ツ
キ
発
ス
ル
規
則
ニ
別
段
ノ
条
規
ナ

キ
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
適
用
ス
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公
布
…
昭
和
二
十
二
年
一
月
十
六
日

施
行
…
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日

現 

皇
室
典
範

　
　 

 
第
一
章
　
皇
位
継
承

第
　
一
　
条	
皇
位
は
、皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
が
、

こ
れ
を
継
承
す
る
。

第
　
二
　
条	

皇
位
は
、左
の
順
序
に
よ
り
、皇
族
に
、こ
れ

を
伝
え
る
。

	

一
　
皇
長
子 

	

二
　
皇
長
孫 

	

三
　
そ
の
他
の
皇
長
子
の
子
孫 

	

四
　
皇
次
子
及
び
そ
の
子
孫 

	

五
　
そ
の
他
の
皇
子
孫

	

六
　
皇
兄
弟
及
び
そ
の
子
孫

	

七
　
皇
伯
叔
父
及
び
そ
の
子
孫

前
項
各
号
の
皇
族
が
な
い
と
き
は
、皇
位

は
、そ
れ
以
上
で
、最
近
親
の
系
統
の
皇
族

に
、こ
れ
を
伝
え
る
。

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、長
系
を
先
に

し
、同
等
內
で
は
、長
を
先
に
す
る
。

第
　
三
　
条	

皇
嗣
に
、精
神
若
し
く
は
身
体
の
不
治
の

重
患
が
あ
り
、又
は
重
大
な
事
故
が
あ
る

と
き
は
、皇
室
会
議
の
議
に
よ
り
、前
条
に

定
め
る
順
序
に
従
つ
て
、皇
位
継
承
の
順
序

を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
　
四
　
条	

天
皇
が
崩
じ
た
と
き
は
、皇
嗣
が
、直
ち
に

即
位
す
る
。

　
　 

 

第
二
章
　
皇
族

第
　
五
　
条	

皇
后
、太
皇
太
后
、皇
太
后
、親
王
、親
王

妃
、內
親
王
、王
、王
妃
及
び
女
王
を
皇
族

と
す
る
。

第
　
六
　
条	

嫡
出
の
皇
子
及
び
嫡
男
系
嫡
出
の
皇
孫

は
、男
を
親
王
、女
を
內
親
王
と
し
、三
世

以
下
の
嫡
男
系
嫡
出
の
子
孫
は
、男
を
王
、

女
を
女
王
と
す
る
。

第
　
七
　
条	
王
が
皇
位
を
継
承
し
た
と
き
は
、そ
の
兄

弟
姉
妹
た
る
王
及
び
女
王
は
、特
に
こ
れ

を
親
王
及
び
內
親
王
と
す
る
。

第
　
八
　
条	

皇
嗣
た
る
皇
子
を
皇
太
子
と
い
う
。皇
太

子
の
な
い
と
き
は
、皇
嗣
た
る
皇
孫
を
皇
太

孫
と
い
う
。

第
　
九
　
条	

天
皇
及
び
皇
族
は
、養
子
を
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

第
　
十
　
条	

立
后
及
び
皇
族
男
子
の
婚
姻
は
、皇
室
会

議
の
議
を
経
る
こ
と
を
要
す
る
。

第 

十
一 

条	

年
齢
十
五
年
以
上
の
內
親
王
、王
及
び
女

王
は
、そ
の
意
思
に
基
き
、皇
室
会
議
の
議

に
よ
り
、皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
。

	

親
王（
皇
太
子
及
び
皇
太
孫
を
除
く
。）、

內
親
王
、王
及
び
女
王
は
、前
項
の
場
合
の

外
、や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
と

き
は
、皇
室
会
議
の
議
に
よ
り
、皇
族
の
身

分
を
離
れ
る
。

第 

十
二 

条	

皇
族
女
子
は
、天
皇
及
び
皇
族
以
外
の
者

と
婚
姻
し
た
と
き
は
、皇
族
の
身
分
を
離

れ
る
。

第 

十
三 

条	

皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
親
王
又
は
王
の
妃

並
び
に
直
系
卑
属
及
び
そ
の
妃
は
、他
の

皇
族
と
婚
姻
し
た
女
子
及
び
そ
の
直
系

卑
属
を
除
き
、同
時
に
皇
族
の
身
分
を
離

れ
る
。但
し
、直
系
卑
属
及
び
そ
の
妃
に
つ

い
て
は
、皇
室
会
議
の
議
に
よ
り
、皇
族
の

身
分
を
離
れ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第 

十
四 

条	

皇
族
以
外
の
女
子
で
親
王
妃
又
は
王
妃
と

な
つ
た
者
が
、そ
の
夫
を
失
つ
た
と
き
は
、

そ
の
意
思
に
よ
り
、皇
族
の
身
分
を
離
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。

	

前
項
の
者
が
、そ
の
夫
を
失
つ
た
と
き
は
、

同
項
に
よ
る
場
合
の
外
、や
む
を
得
な
い
特

別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、皇
室
会
議
の
議

に
よ
り
、皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
。

	

第
一
項
の
者
は
、離
婚
し
た
と
き
は
、皇
族

の
身
分
を
離
れ
る
。

	

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、前
条
の
他
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の
皇
族
と
婚
姻
し
た
女
子
に
こ
れ
を
準
用

す
る
。

第 
十
五 
条	

皇
族
以
外
の
者
及
び
そ
の
子
孫
は
、女
子

が
皇
后
と
な
る
場
合
及
び
皇
族
男
子
と
婚

姻
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、皇
族
と
な
る
こ

と
が
な
い
。

　
　 

 

第
三
章
　
摂
政

第 

十
六 

条	

天
皇
が
成
年
に
達
し
な
い
と
き
は
、摂
政
を

置
く
。

	

天
皇
が
、精
神
若
し
く
は
身
体
の
重
患
又

は
重
大
な
事
故
に
よ
り
、国
事
に
関
す
る
行

為
を
み
ず
か
ら
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、皇
室
会
議
の
議
に
よ
り
、摂
政
を
置
く
。

第 

十
七 

条	

摂
政
は
、左
の
順
序
に
よ
り
、成
年
に
達
し

た
皇
族
が
、こ
れ
に
就
任
す
る
。

	

一
　
皇
太
子
又
は
皇
太
孫 

	

二
　
親
王
及
び
王 

	

三
　
皇
后 

	

四
　
皇
太
后 

	

五
　
太
皇
太
后

	

六
　
內
親
王
及
び
女
王

前
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
は
、皇
位
継

承
の
順
序
に
従
い
、同
項
第
六
号
の
場
合
に

お
い
て
は
、皇
位
継
承
の
順
序
に
準
ず
る
。

第 

十
八 

条	

摂
政
又
は
摂
政
と
な
る
順
序
に
あ
た
る
者

に
、精
神
若
し
く
は
身
体
の
重
患
が
あ
り
、

又
は
重
大
な
事
故
が
あ
る
と
き
は
、皇
室

会
議
の
議
に
よ
り
、前
条
に
定
め
る
順
序
に

従
つ
て
、摂
政
又
は
摂
政
と
な
る
順
序
を
変

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第 

十
九 

条	

摂
政
と
な
る
順
位
に
あ
た
る
者
が
、成
年
に

達
し
な
い
た
め
、又
は
前
条
の
故
障
が
あ
る

た
め
に
、他
の
皇
族
が
、摂
政
と
な
つ
た
と
き

は
、先
順
位
に
あ
た
つ
て
い
た
皇
族
が
、成
年

に
達
し
、又
は
故
障
が
な
く
な
つ
た
と
き
で

も
、皇
太
子
又
は
皇
太
孫
に
対
す
る
場
合
を

除
い
て
は
、摂
政
の
任
を
譲
る
こ
と
が
な
い
。

第 

二
十 

条	

第
十
六
条
第
二
項
の
故
障
が
な
く
な
つ
た

と
き
は
、皇
室
会
議
の
議
に
よ
り
、摂
政
を

廃
す
る
。

第
二
十
一
条	

摂
政
は
、そ
の
在
任
中
、訴
追
さ
れ
な
い
。

但
し
、こ
れ
が
た
め
、訴
追
の
権
利
は
、害

さ
れ
な
い
。

　
　 

 

第
四
章
　
成
年
、敬
称
、即
位
の
礼
、大
喪
の
礼
、

　
　
皇
統
譜
及
び
陵
墓

第
二
十
二
条	

天
皇
、皇
太
子
及
び
皇
太
孫
の
成
年
は
、

十
八
年
と
す
る
。

第
二
十
三
条	

天
皇
、皇
后
、太
皇
太
后
及
び
皇
太
后
の
敬

称
は
、陛
下
と
す
る
。

	

前
項
の
皇
族
以
外
の
皇
族
の
敬
称
は
、殿
下

と
す
る
。

第
二
十
四
条	

皇
位
の
継
承
が
あ
つ
た
と
き
は
、 

即
位
の
礼

を
行
う
。 

第
二
十
五
条	

天
皇
が
崩
じ
た
と
き
は
、大
喪
の
礼
を
行
う
。

第
二
十
六
条	

天
皇
及
び
皇
族
の
身
分
に
関
す
る
事
項

は
、こ
れ
を
皇
統
譜
に
登
録
す
る
。

第
二
十
七
条	

天
皇
、皇
后
、太
皇
太
后
及
び
皇
太
后
を

葬
る
所
を
陵
、そ
の
他
の
皇
族
を
葬
る
所

を
墓
と
し
、陵
及
び
墓
に
関
す
る
事
項
は
、

こ
れ
を
陵
籍
及
び
墓
籍
に
登
録
す
る
。

　
　 

 

第
五
章
　
皇
室
会
議

第
二
十
八
条	

皇
室
会
議
は
、議
員
十
人
で
こ
れ
を
組
織

す
る
。

	

議
員
は
、皇
族
二
人
、衆
議
院
及
び
参
議

院
の
議
長
及
び
副
議
長
、內
閣
総
理
大

臣
、宮
内
庁
の
長
並
び
に
最
高
裁
判
所
の

長
た
る
裁
判
官
及
び
そ
の
他
の
裁
判
官
一

人
を
以
て
、こ
れ
に
充
て
る
。

	

議
員
と
な
る
皇
族
及
び
最
高
裁
判
所
の
長

た
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
は
、各
々
成
年

に
達
し
た
皇
族
又
は
最
高
裁
判
所
の
長
た

る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
の
互
選
に
よ
る
。

第
二
十
九
条	

內
閣
総
理
大
臣
た
る
議
員
は
、皇
室
会
議
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公
布
…
明
治
四
十
三
年
三
月
三
日

廃
止
…
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
日

の
議
長
と
な
る
。

第 
三
十 

条	

皇
室
会
議
に
、予
備
議
員
十
人
を
置
く
。

	

皇
族
及
び
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
た
る
議

員
の
予
備
議
員
に
つ
い
て
は
、第
二
十
八
条

第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

	

衆
議
院
及
び
参
議
院
の
議
長
及
び
副
議
長

た
る
議
員
の
予
備
議
員
は
、各
々
衆
議
院
及

び
参
議
院
の
議
員
の
互
選
に
よ
る
。

	

前
二
項
の
予
備
議
員
の
員
数
は
、各
々
そ
の

議
員
の
員
数
と
同
数
と
し
、そ
の
職
務
を
行

う
順
序
は
、互
選
の
際
、こ
れ
を
定
め
る
。

	

內
閣
総
理
大
臣
た
る
議
員
の
予
備
議
員
は
、

內
閣
法
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
內
閣
総
理

大
臣
の
職
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
さ
れ

た
国
務
大
臣
を
以
て
、こ
れ
に
充
て
る
。

	

宮
内
庁
の
長
た
る
議
員
の
予
備
議
員
は
、

內
閣
総
理
大
臣
の
指
定
す
る
宮
内
庁
の
官

吏
を
以
て
、こ
れ
に
充
て
る
。

	

議
員
に
事
故
の
あ
る
と
き
、又
は
議
員
が
欠

け
た
と
き
は
、そ
の
予
備
議
員
が
、そ
の
職

務
を
行
う
。

第
三
十
一
条	

第
二
十
八
条
及
び
前
条
に
お
い
て
、衆
議
院

の
議
長
、副
議
長
又
は
議
員
と
あ
る
の
は
、

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、後
任
者

の
定
ま
る
ま
で
は
、各
々
解
散
の
際
衆
議
院

の
議
長
、副
議
長
又
は
議
員
で
あ
つ
た
者

と
す
る
。

第
三
十
二
条	

皇
族
及
び
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官

以
外
の
裁
判
官
た
る
議
員
及
び
予
備
議
員

の
任
期
は
、四
年
と
す
る
。

第
三
十
三
条	

皇
室
会
議
は
、議
長
が
、こ
れ
を
招
集
す
る
。

	

皇
室
会
議
は
、第
三
条
、第
十
六
条
第
二

項
、第
十
八
条
及
び
第
二
十
条
の
場
合
に

は
、四
人
以
上
の
議
員
の
要
求
が
あ
る
と

き
は
、こ
れ
を
招
集
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
三
十
四
条	

皇
室
会
議
は
、六
人
以
上
の
議
員
の
出
席

が
な
け
れ
ば
、議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

第
三
十
五
条	

皇
室
会
議
の
議
事
は
、第
三
条
、第
十
六
条

第
二
項
、第
十
八
条
及
び
第
二
十
条
の
場

合
に
は
、出
席
し
た
議
員
の
三
分
の
二
以
上

の
多
数
で
こ
れ
を
決
し
、そ
の
他
の
場
合
に

は
、過
半
数
で
こ
れ
を
決
す
る
。

	

前
項
後
段
の
場
合
に
お
い
て
、可
否
同
数
の

と
き
は
、議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
六
条	

議
員
は
、自
分
の
利
害
に
特
別
の
関
係
の
あ

る
議
事
に
は
、参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
七
条	

皇
室
会
議
は
、こ
の
法
律
及
び
他
の
法
律

に
基
く
権
限
の
み
を
行
う
。

　
　 

 

附 

則

こ
の
法
律
は
、日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、こ
れ
を
施
行

す
る
。

現
在
の
皇
族
は
、こ
の
法
律
に
よ
る
皇
族
と
し
、第
六
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、こ
れ
を
嫡
男
系
嫡
出
の
者
と
す
る
。

現
在
の
陵
及
び
墓
は
、こ
れ
を
第
二
十
七
条
の
陵
及
び
墓

と
す
る
。

皇
室
親
族
令

　
　 

 

第
一
章
　
総
則

第
　
一
　
条	

本
令
其
ノ
他
ノ
皇
室
令
ニ
別
段
ノ
定
ア
ル

場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
左
ニ
掲
ケ
タ
ル
者
ヲ
以

テ
親
族
ト
ス

	

一
　
血
族 

	

二
　
配
偶
者 

	

三
　
三
親
等
内
ノ
姻
族 

第
　
二
　
条	

天
皇
又
ハ
皇
族
ト
臣
籍
ニ
在
ル
者
ト
ノ
間

ニ
於
テ
ハ
血
族
ハ
六
親
等
内
ニ
限
リ
之
ヲ

親
族
ト
ス

第
　
三
　
条	

庶
子
ハ
母
方
ニ
付
テ
ハ
親
子
間
ニ
限
之
ヲ

親
族
ト
ス

第
　
四
　
条	

親
等
ハ
親
族
間
ノ
世
数
ヲ
算
シ
テ
之
ヲ
定
ム

	

傍
系
親
ノ
親
等
ヲ
定
ム
ル
ニ
ハ
其
ノ
一
人

又
ハ
其
ノ
配
偶
者
ヨ
リ
同
始
祖
ニ
遜
リ
其

ノ
始
祖
ヨ
リ
他
ノ
一
人
ニ
下
ル
マ
テ
ノ
世
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数
ニ
依
ル

第
　
五
　
条	

姻
族
関
係
ハ
離
婚
ニ
因
リ
テ
止
ム
寡
妃
再

婚
ヲ
為
シ
又
ハ
臣
籍
ニ
入
リ
タ
ル
ト
キ
亦

同
シ

　
　 

 

第
二
章
　
婚
嫁

第
一
節
　
大
婚

第
　
六
　
条	

大
婚
ノ
礼
ハ
天
皇
満
十
七
年
ニ
達
シ
タ

ル
後
之
ヲ
行
フ

第
　
七
　
条	

天
皇
皇
后
ヲ
立
ツ
ル
ハ
皇
族
又
ハ
特
ニ

定
ム
ル
華
族
ノ
女
子
満
十
五
年
以
上
ニ

シ
テ
直
系
親
族
又
ハ
三
親
等
内
ノ
傍
系

血
族
ニ
非
サ
ル
者
ニ
限
ル
姻
族
関
係
ノ

止
ミ
タ
ル
後
亦
之
ニ
準
ス

第
　
八
　
条	

大
婚
ノ
約
ヲ
成
ス
当
日
之
ヲ
賢
所
皇
霊

殿
神
殿
ニ
奉
告
シ
勅
使
ヲ
シ
テ
神
宮
神

武
天
皇
山
陵
並
先
帝
先
后
ノ
山
陵
ニ
奉

幣
セ
シ
ム

第
　
九
　
条	

大
婚
ノ
約
成
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
宮
内
大
臣

之
ヲ
公
告
ス

第
　
十
　
条	

大
婚
ノ
礼
ヲ
行
フ
期
日
ハ
宮
内
大
臣
之

ヲ
公
告
ス

第 

十
一 

条	

大
婚
ノ
礼
ヲ
行
フ
当
日
之
ヲ
賢
所
皇
霊

殿
神
殿
ニ
奉
告
ス

第 

十
二 

条	

大
婚
ノ
礼
ハ
附
式
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ

賢
所
大
前
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ

第 

十
三 

条	

立
后
ノ
詔
書
ハ
大
婚
ノ
礼
ヲ
行
フ
当
日

之
ヲ
公
布
ス

第 

十
四 

条	

大
婚
ノ
礼
訖
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
天
皇
皇
后

ト
共
ニ
皇
霊
殿
神
殿
ニ
謁
ス

第 

十
五 

条	

大
婚
ノ
礼
訖
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
天
皇
皇
后

ト
共
ニ
太
皇
太
后
皇
太
后
ニ
謁
ス

第 

十
六 

条	

大
婚
ノ
礼
訖
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
天
皇
皇
后

ト
共
ニ
正
殿
ニ
御
シ
朝
賀
ヲ
受
ク

第 
十
七 

条	

大
婚
ノ
礼
訖
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
天
皇
皇
后

ト
共
ニ
宮
中
ニ
於
テ
饗
宴
ヲ
賜
フ

第 

十
八 
条	
大
婚
ノ
礼
訖
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
天
皇
皇
后

ト
共
ニ
神
宮
神
武
天
皇
山
陵
並
先
帝
先

后
ノ
山
陵
ニ
謁
ス

第 

十
九 

条	

諒
闇
中
ハ
大
婚
ノ
礼
ヲ
行
ハ
ス

第
二
節
　
皇
族
婚
嫁

第 

二
十 

条	

皇
族
ノ
婚
嫁
ハ
男
子
満
十
七
年
女
子
満

十
五
年
ニ
達
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
成

ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
一
条	

皇
族
ノ
婚
嫁
ハ
直
系
親
族
又
ハ
三
親
等

内
ノ
傍
系
血
族
ノ
間
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
成

ス
コ
ト
ヲ
得
ス
姻
族
関
係
ノ
止
ミ
タ
ル

後
亦
同
シ

第
二
十
二
条	

皇
族
婚
嫁
ノ
勅
許
ハ
其
ノ
約
ヲ
成
ス
前

之
ヲ
奏
請
ス
ヘ
シ

第
二
十
三
条	

皇
太
子
皇
太
孫
親
王
王
結
婚
ノ
礼
ハ
附

式
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
賢
所
大
前
ニ
於

テ
之
ヲ
行
フ

第
二
十
四
条	

皇
太
子
皇
太
孫
親
王
王
結
婚
ノ
礼
訖
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
妃
ト
共
ニ
天
皇
皇
后
太
皇

太
后
皇
太
后
ニ
朝
見
ス 

第
二
十
五
条	

第
八
条
乃
至
第
十
一
条
第
十
四
条
第

十
七
条
及
第
十
八
条
ノ
規
定
ハ
皇
太
子

皇
太
孫
ノ
結
婚
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
二
十
六
条	

第
十
条
及
第
十
四
条
ノ
規
定
ハ
親
王
ノ

結
婚
ニ
第
十
四
条
ノ
規
定
ハ
王
ノ
結
婚

ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
二
十
七
条	

内
親
王
女
王
臣
籍
ニ
嫁
ス
ル
ト
キ
ハ
結

婚
ノ
礼
ヲ
行
フ
前
賢
所
皇
霊
殿
神
殿
ニ

謁
シ
且
天
皇
皇
后
太
皇
太
后
皇
太
后
ニ

朝
見
ス

第
二
十
八
条	

皇
族
ノ
婚
嫁
ハ
結
婚
ノ
礼
ヲ
行
フ
当
日

宮
内
大
臣
之
ヲ
公
告
ス

第
二
十
九
条	

皇
族
ノ
婚
嫁
ハ
大
喪
中
及
直
系
尊
属
ノ

喪
中
之
ヲ
成
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第 

三
十 

条	

皇
族
ハ
止
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
事
故
ア
ル
場

合
ニ
限
リ
夫
婦
ノ
協
議
ニ
由
リ
勅
許
ヲ
経

テ
離
婚
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
協
議
調
ハ
サ
ル

ト
キ
ハ
勅
裁
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
三
十
一
条	

皇
族
ノ
離
婚
ハ
其
ノ
当
日
宮
内
大
臣
之

ヲ
公
告
ス
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第
三
十
二
条	

皇
族
男
子
ニ
嫁
シ
タ
ル
皇
族
女
子
離
婚
ノ

場
合
ニ
於
テ
直
系
尊
属
ノ
臣
籍
ニ
入
リ
創

立
シ
タ
ル
家
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
家
ニ
入
ル

第
三
十
三
条	
臣
籍
ヨ
リ
入
リ
タ
ル
妃
離
婚
ノ
場
合
ニ

於
テ
ハ
実
家
ニ
復
籍
シ
其
ノ
実
家
ナ
キ

ト
キ
ハ
一
家
ヲ
創
立
ス
但
シ
実
家
ヲ
再

興
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス

第
三
十
四
条	

皇
族
ノ
婚
嫁
及
離
婚
ハ
勅
許
ナ
キ
ト
キ

ハ
之
ヲ
無
効
ト
ス

　
　 

 

第
三
章
　
親
子

第
一
節
　
皇
子

第
三
十
五
条	

皇
子
ノ
誕
生
ニ
ハ
宮
内
大
臣
又
ハ
内
大

臣
ヲ
シ
テ
産
殿
ニ
候
セ
シ
ム

第
三
十
六
条	

皇
子
ノ
誕
生
ハ
其
ノ
当
日
宮
内
大
臣
之

ヲ
公
告
ス

第
三
十
七
条	

皇
子
誕
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
天
皇
之
ニ
名

ヲ
命
ス

第
三
十
八
条	

皇
子
ノ
命
名
ハ
其
ノ
当
日
宮
内
大
臣
之

ヲ
公
告
ス

第
三
十
九
条	

皇
子
ノ
誕
生
命
名
ハ
之
ヲ
賢
所
皇
霊
殿

神
殿
ニ
奉
告
ス

第 

四
十 

条	

皇
子
誕
生
シ
テ
五
十
日
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
賢

所
皇
霊
殿
神
殿
ニ
謁
ス
但
シ
事
故
ア
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
期
日
ヲ
延
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
四
十
一
条	

皇
子
ニ
シ
テ
嫡
出
ニ
非
サ
ル
者
ハ
之
ヲ

皇
庶
子
ト
ス

第
二
節
　
皇
族
ノ
子

第
四
十
二
条	

皇
太
子
皇
太
孫
親
王
王
ノ
子
ノ
誕
生
ニ

ハ
宮
内
高
等
官
ヲ
シ
テ
産
所
ニ
候
セ
シ

ム
但
シ
場
合
ニ
依
リ
他
ノ
高
等
官
ヲ
以

テ
之
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
三
条	

皇
太
子
皇
太
孫
ノ
子
誕
生
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
天
皇
之
ニ
命
ス
ヘ
キ
名
ヲ
賜
フ

第
四
十
四
条	

親
王
王
ノ
子
誕
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
系

尊
属
之
ニ
名
ヲ
命
ス

第
四
十
五
条	
第
三
十
六
条
及
第
三
十
八
条
乃
至
第
四
十

条
ノ
規
定
ハ
皇
太
子
皇
太
孫
ノ
子
ニ
第

三
十
六
条
第
三
十
八
条
及
第
四
十
条
ノ

規
定
ハ
親
王
王
ノ
子
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
四
十
六
条	

皇
太
子
皇
太
孫
親
王
王
ノ
子
ニ
シ
テ
嫡

出
ニ
非
サ
ル
者
ハ
之
ヲ
庶
子
ト
ス

第
四
十
七
条	

皇
族
ノ
嫡
出
子
又
ハ
庶
子
タ
ル
身
分
ニ

対
シ
テ
ハ
皇
族
又
ハ
宮
内
大
臣
ハ
反
対

ノ
事
実
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　 

 

第
四
章
　
親
権

第
四
十
八
条	

皇
族
ノ
子
未
成
年
ノ
間
ハ
父
ノ
親
権
ニ
服

ス
但
シ
婚
嫁
ノ
後
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
四
十
九
条	

親
権
ヲ
行
フ
父
ハ
子
ノ
保
育
ヲ
為
ス
責

務
ヲ
有
ス

第 

五
十 

条	

親
権
ヲ
行
フ
父
ハ
必
要
ナ
ル
範
囲
内
ニ

於
テ
子
ヲ
懲
戒
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
一
条	

親
権
ヲ
行
フ
父
ハ
子
ノ
財
産
ヲ
管
理
シ
又

其
ノ
財
産
ニ
関
ス
ル
行
為
ニ
付
キ
子
ヲ
代

表
ス

	

前
項
ノ
規
定
ハ
皇
太
子
皇
太
孫
親
権
ヲ

行
フ
場
合
ニ
之
ヲ
適
用
セ
ス

第
五
十
二
条	

親
権
ヲ
行
フ
父
ハ
子
ニ
代
リ
テ
其
ノ
子

ノ
庶
子
ニ
対
シ
親
権
ヲ
行
フ

第
五
十
三
条	

禁
治
産
者
準
禁
治
産
者
及
停
権
又
ハ
剥

権
ノ
懲
戒
ヲ
受
ケ
其
ノ
解
除
ヲ
得
サ
ル

者
ハ
親
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ス

第
五
十
四
条	

父
親
権
ヲ
行
フ
ニ
適
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
勅

旨
ヲ
以
テ
其
ノ
親
権
ノ
全
部
又
ハ
一
部

ノ
喪
失
ヲ
命
ス
ヘ
シ

	

親
権
喪
失
ノ
原
因
止
ミ
タ
ル
ト
キ
ハ
勅

旨
ヲ
以
テ
復
権
ヲ
命
ス
ヘ
シ

第
五
十
五
条	

前
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
皇
族
会
議
ニ
諮

詢
シ
タ
ル
後
之
ヲ
勅
裁
ス

　
　 

 

第
五
章
　
親
族
会

第
五
十
六
条	

親
族
会
ハ
未
成
年
者
及
禁
治
産
者
ノ
為

ニ
之
ヲ
設
ク

	

親
族
会
ハ
本
人
ノ
親
族
ヲ
以
テ
之
ヲ
組

織
ス
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公
布
…
明
治
四
十
三
年
三
月
三
日

施
行
…
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
日

第
五
十
七
条	

親
族
会
員
ハ
三
人
又
ハ
五
人
ト
ス

第
五
十
八
条	

親
族
会
員
ハ
勅
選
ニ
由
ル

第
五
十
九
条	

後
見
人
未
成
年
者
及
女
子
ハ
親
族
会
員

タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第 

六
十 

条	
親
族
会
員
ハ
正
当
ノ
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ

勅
許
ヲ
経
テ
辞
任
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
六
十
一
条	

親
族
会
員
ノ
解
任
ハ
勅
旨
ニ
由
ル

第
六
十
二
条	

親
族
会
ハ
本
人
後
見
人
又
ハ
会
員
之
ヲ

召
集
ス
但
シ
書
面
ヲ
以
テ
決
議
ヲ
求
ム

ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
十
三
条	

親
族
会
ノ
決
議
ハ
会
員
ノ
過
半
数
ニ
依
ル

第
六
十
四
条	

親
族
会
員
ハ
自
己
ノ
利
害
ニ
関
ス
ル
事
件

ニ
付
キ
表
決
ノ
数
ニ
加
ハ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
十
五
条	

本
人
父
母
配
偶
者
及
後
見
人
ハ
親
族
会

ニ
於
テ
意
見
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

	

親
族
会
ノ
召
集
ハ
前
項
ニ
掲
ケ
タ
ル
者

ニ
之
ヲ
通
知
ス
ヘ
シ

第
六
十
六
条	

書
面
ヲ
以
テ
親
族
会
ノ
決
議
ヲ
求
ム
ル

ト
キ
ハ
前
条
第
一
項
ニ
掲
ケ
タ
ル
者
ノ

意
見
モ
亦
書
面
ヲ
以
テ
之
ヲ
徴
ス
ヘ
シ

第
六
十
七
条	

親
族
会
ノ
決
議
ニ
対
シ
テ
意
義
ア
ル
ト

キ
又
ハ
親
族
会
決
議
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ

サ
ル
ト
キ
ハ
本
人
後
見
人
又
ハ
会
員
ニ

於
勅
裁
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
六
十
八
条	

親
族
会
ノ
決
議
ハ
之
ヲ
記
録
ニ
存
ス
ヘ
シ

皇
族
身
位
令

　
　 

 

第
一
章
　
班
位

第
　
一
　
条	

皇
族
ノ
班
位
ハ
左
ノ
順
序
ニ
依
ル

	

第
一
　
皇
后 

	

第
二
　
太
皇
太
后 

	

第
三
　
皇
太
后 

	

第
四
　
皇
太
子 

	

第
五
　
皇
太
子
妃

	
第
六
　
皇
太
孫

	
第
七
　
皇
太
孫
妃

	

第
八
　
親
王
親
王
妃
内
親
王
王
王
妃
女
王

第
　
二
　
条	

親
王
王
ノ
班
位
ハ
皇
位
継
承
ノ
順
序
ニ
従

フ
内
親
王
女
王
ノ
班
位
亦
之
ニ
準
ス

	

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
同
順
位
ニ
在
ル
者
ハ

男
ヲ
先
ニ
シ
女
ヲ
後
ニ
ス

第
　
三
　
条	

親
王
妃
王
妃
ノ
班
位
ハ
夫
ニ
次
ク
内
親
王

女
王
ニ
シ
テ
親
王
妃
王
妃
タ
ル
者
亦
同
シ

第
　
四
　
条	

故
皇
太
子
ノ
妃
ノ
班
位
ハ
皇
太
子
妃
ニ
次
キ
故

皇
太
孫
ノ
妃
ノ
班
位
ハ
皇
太
孫
ノ
妃
ニ
次
ク

	

親
王
王
ノ
寡
妃
ノ
班
位
ハ
旧
ニ
依
ル

第
　
五
　
条	

摂
政
タ
ル
親
王
内
親
王
王
女
王
ノ
班
位
ハ

皇
太
孫
妃
ニ
次
キ
故
皇
太
孫
ノ
妃
ア
ル
ト

キ
ハ
之
ニ
次
ク

第
　
六
　
条	

皇
太
子
皇
太
孫
皇
位
継
承
ノ
順
序
ヲ
換
ヘ
ラ
レ

タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
班
位
ハ
皇
太
孫
妃
ニ
次
キ
故

皇
太
孫
ノ
妃
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
次
キ
摂
政
タ
ル

親
王
内
親
王
王
女
王
ア
ル
ト
キ
ハ
又
之
ニ
次
ク

第
　
七
　
条	

従
来
ノ
宣
下
親
王
ハ
其
ノ
宣
下
セ
ラ
レ
タ

ル
順
序
ニ
依
リ
王
ノ
上
ニ
列
ス

　
　 

 

第
二
章
　
叙
勲
任
官

第
　
八
　
条	

皇
后
ハ
大
婚
ノ
約
成
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
勲
一

等
ニ
叙
シ
宝
冠
章
ヲ
賜
フ

第
　
九
　
条	

皇
太
子
皇
太
孫
ハ
満
七
年
ニ
達
シ
タ
ル
後

大
勲
位
ニ
叙
シ
菊
花
大
綬
章
ヲ
賜
フ

第
　
十
　
条	

皇
太
子
妃
皇
太
孫
妃
ハ
結
婚
ノ
約
成
リ
タ

ル
ト
キ
ハ
勲
一
等
ニ
叙
シ
宝
冠
章
ヲ
賜
フ

第 

十
一 

条	

親
王
ハ
満
十
五
年
ニ
達
シ
タ
ル
後
大
勲
位

ニ
叙
シ
菊
花
大
綬
章
ヲ
賜
フ

第 

十
二 

条	

親
王
妃
ハ
結
婚
ノ
礼
ヲ
行
フ
当
日
勲
一
等

ニ
叙
シ
宝
冠
章
ヲ
賜
フ

第 

十
三 

条	

内
親
王
ハ
満
十
五
年
ニ
達
シ
タ
ル
後
勲
一

等
ニ
叙
シ
宝
冠
章
ヲ
賜
フ

第 

十
四 

条	

王
ハ
満
十
五
年
ニ
達
シ
タ
ル
後
勲
一
等
ニ

叙
シ
旭
日
桐
花
大
綬
章
ヲ
賜
フ

第 

十
五 

条	

王
妃
ハ
結
婚
ノ
礼
ヲ
行
フ
当
日
勲
二
等
ニ

叙
シ
宝
冠
章
ヲ
賜
フ

第 

十
六 

条	

女
王
ハ
満
十
五
年
ニ
達
シ
タ
ル
後
勲
二
等

ニ
叙
シ
宝
冠
章
ヲ
賜
フ
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第 

十
七 

条	

皇
太
子
皇
太
孫
ハ
満
十
年
ニ
達
シ
タ
ル
後

陸
軍
及
海
軍
ノ
武
官
ニ
任
ス

	

親
王
王
ハ
満
十
八
年
ニ
達
シ
タ
ル
後
特
別

ノ
事
由
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
陸
軍
又
ハ

海
軍
ノ
武
官
ニ
任
ス

第 

十
八 

条	

天
皇
支
系
ヨ
リ
入
テ
大
統
ヲ
承
ク
ル
ト
キ

ハ
前
数
条
ノ
規
定
ニ
準
シ
叙
勲
任
官
ヲ

行
フ

第 

十
九 

条	

前
数
条
ニ
定
メ
タ
ル
モ
ノ
及
持
旨
ニ
依
ル

モ
ノ
ノ
外
勲
章
記
章
及
文
武
官
ニ
関
ス
ル

法
令
ハ
皇
族
ニ
モ
亦
之
ヲ
適
用
ス

　
　 

 

第
三
章
　
失
踪

第 

二
十 

条	

戦
時
事
変
其
ノ
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
皇
族
ノ
生

死
不
明
ナ
ル
ト
キ
ハ
勅
旨
ヲ
以
テ
其
ノ
財
産

ノ
管
理
ニ
付
キ
必
要
ナ
ル
処
分
ヲ
命
ス
ヘ
シ

第
二
十
一
条	

皇
族
ノ
生
死
不
明
ナ
ル
コ
ト
三
年
ニ
亘
ル

ト
キ
ハ
皇
族
会
議
及
枢
密
顧
問
ニ
諮
詢
シ

勅
旨
ヲ
以
テ
失
踪
ヲ
宣
告
ス
ヘ
シ 

第
二
十
二
条	

失
踪
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
皇
族
ハ
前
条
ノ
期

間
満
了
ノ
時
ニ
薨
去
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

第
二
十
三
条	

失
踪
ノ
宣
告
ア
リ
タ
ル
後
生
死
ノ
事
実
分

明
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
勅
旨
ヲ
以
テ
其
ノ

宣
告
ヲ
取
消
ス
ヘ
シ
但
シ
其
ノ
取
消
ハ
失

踪
ノ
宣
告
ニ
基
ツ
キ
タ
ル
事
項
及
行
為
ニ

其
ノ
効
力
ヲ
及
ホ
サ
ス

第
二
十
四
条	

失
踪
ノ
宣
告
及
其
ノ
宣
告
ノ
取
消
ハ
勅
書

ヲ
以
テ
シ
且
宮
内
大
臣
之
ヲ
公
告
ス 

　
　 

 

第
四
章
　
降
下

第
二
十
五
条	

皇
室
典
範
増
補
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
請

願
ヲ
為
ス
ニ
ハ
王
満
十
五
年
以
上
タ
ル
コ

ト
ヲ
要
ス

第
二
十
六
条	

皇
室
典
範
増
補
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
華

族
ニ
列
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
一
家
ヲ
創
立
ス

同
第
四
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
臣
籍
ニ
降
サ
レ

タ
ル
者
亦
同
シ

第
二
十
七
条	
皇
室
典
範
増
補
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
華

族
ニ
列
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
ハ
世
襲
財
産
ヲ

賜
フ
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
二
十
八
条	

皇
室
典
範
増
補
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
王

華
族
ノ
家
督
相
続
人
ト
ナ
ル
ニ
ハ
家
督
相

続
人
ト
シ
テ
指
定
又
ハ
選
定
ア
リ
タ
ル
コ

ト
ヲ
知
リ
タ
ル
時
ヨ
リ
三
箇
月
内
ニ
勅
許

ヲ
受
ク
ヘ
シ

	

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
勅
許
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト

キ
ハ
相
続
ノ
単
純
承
認
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ

ト
看
做
ス

第
二
十
九
条	

前
条
第
一
項
ノ
期
間
内
ニ
勅
許
ヲ
受
ケ
サ

ル
ト
キ
ハ
家
督
相
続
人
ト
シ
テ
ノ
指
定
又

ハ
選
定
ハ
其
ノ
効
力
ヲ
失
フ

第 

三
十 

条	

皇
室
典
範
増
補
第
一
条
及
第
二
条
ノ
場
合

ニ
於
テ
王
未
成
年
ナ
ル
ト
キ
ハ
請
願
ヲ
為

シ
又
ハ
勅
許
ヲ
請
フ
ニ
先
タ
チ
親
権
ヲ
行

フ
父
ノ
同
意
ヲ
受
ク
ヘ
シ

	

親
権
ヲ
行
フ
父
ナ
キ
ト
キ
ハ
其
ノ
後
見
人

及
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
三
十
一
条	

皇
室
典
範
増
補
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
華

族
ノ
家
督
相
続
人
ト
ナ
ル
ニ
当
リ
王
十
五

年
未
満
ナ
ル
ト
キ
ハ
親
権
ヲ
行
フ
父
代
リ

テ
勅
許
ヲ
請
フ
コ
ト
ヲ
得

	

前
二
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
二
十
八
条
第

一
項
ノ
期
間
ハ
親
権
ヲ
行
フ
父
又
ハ
後
見

人
指
定
又
ハ
選
定
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ

タ
ル
時
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

第
三
十
二
条	

皇
室
典
範
増
補
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
華

族
ノ
養
子
ト
ナ
ル
ニ
当
リ
王
十
五
年
未
満

ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
勅
許
ヲ
請
ヒ
且
縁
組
ノ

承
諾
ヲ
為
ス
ニ
ハ
前
条
第
一
項
及
第
二
項

ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
三
十
三
条	

皇
室
典
範
増
補
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
養
子

縁
組
ハ
勅
許
ナ
キ
ト
キ
ハ
之
ヲ
無
効
ト
ス

第
三
十
四
条	

臣
籍
ヨ
リ
入
リ
タ
ル
妃
其
ノ
夫
ヲ
亡
ヒ
タ

ル
ト
キ
ハ
請
願
ニ
依
リ
勅
許
ヲ
経
テ
実
家

ニ
復
籍
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
五
条	

皇
室
典
範
増
補
第
一
条
乃
至
第
三
条
及
前
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条
ノ
規
定
ニ
依
リ
臣
籍
ニ
降
下
ス
ル
ト
キ

ハ
賢
所
皇
霊
殿
神
殿
ニ
謁
シ
且
天
皇
皇
后

太
皇
太
后
皇
太
后
ニ
朝
見
ス

　
　 

 

第
五
章
　
懲
戒

第
三
十
六
条	

皇
族
ノ
懲
戒
ハ
謹
慎
停
権
及
剥
権
ト
ス

第
三
十
七
条	

謹
慎
ハ
後
来
ヲ
訓
戒
シ
十
日
以
上
一
年
以

下
参
内
ヲ
止
ム
但
シ
特
旨
ニ
依
リ
臨
時
参

内
ヲ
命
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
三
十
八
条	

停
権
ハ
一
年
以
上
五
年
以
下
皇
族
特
権
ノ

一
部
又
ハ
全
部
ノ
行
使
ヲ
停
止
ス

第
三
十
九
条	

剥
権
ハ
皇
族
特
権
ノ
全
部
ヲ
剥
奪
ス

第 

四
十 

条	

皇
族
懲
戒
ヲ
受
ク
改
悛
ノ
状
顕
著
ナ
ル
ト

キ
ハ
勅
旨
ヲ
以
テ
其
ノ
懲
戒
ノ
一
部
又
ハ

全
部
ヲ
解
除
ス
ヘ
シ

	

懲
戒
ノ
解
除
ハ
皇
族
会
議
ニ
諮
詢
シ
タ
ル

後
之
ヲ
勅
裁
ス

第
四
十
一
条	

停
権
剥
権
ノ
懲
戒
及
其
ノ
解
除
ニ
付
テ
ハ

枢
密
顧
問
官
及
宮
内
勅
任
官
中
ヨ
リ
三
名

以
上
ノ
委
員
ヲ
勅
選
シ
其
ノ
情
状
ヲ
審
査

セ
シ
メ
タ
ル
後
皇
族
会
議
ニ
諮
詢
ス

第
四
十
二
条	

懲
戒
及
其
ノ
解
除
ハ
勅
書
ヲ
以
テ
ス

　
　 

 

第
六
章
　
補
則

第
四
十
三
条	

皇
族
ハ
其
ノ
住
所
ヲ
東
京
市
内
ニ
定
ム
ヘ

シ
但
シ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅
許
ヲ
経
テ
他

ニ
住
居
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
四
条	

皇
族
ハ
商
工
業
ヲ
営
ミ
営
利
ヲ
目
的
ト
ス

ル
法
人
其
ノ
他
ノ
団
体
ノ
社
員
会
員
又
ハ

役
員
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
株
主
ト
ナ

ル
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
四
十
五
条	

皇
族
ハ
任
官
ニ
依
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
報

酬
ヲ
受
ク
ル
職
ニ
就
ク
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
十
六
条	

皇
族
ハ
公
共
団
体
ノ
吏
員
又
ハ
議
員
ト
ナ

ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
十
七
条	

皇
族
公
益
法
人
其
ノ
他
営
利
ヲ
目
的
ト
セ

サ
ル
団
体
ノ
社
員
会
員
又
ハ
役
員
ト
ナ
ラ

ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
勅
許
ヲ
受
ク
ヘ
シ
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神
道
政
治
連
盟
国
会
議
員
懇
談
会
活
動
報
告

「
安
定
的
な
皇
位
継
承
」

―
ま
ず
、先
例
を
を
考
え
る
―
増
補
版

　
　
　
発
行
日
　
令
和
元
年
六
月
三
十
日

　
　
　
発
行
人
　
神
道
政
治
連
盟
国
会
議
員
懇
談
会

神
道
政
治
連
盟

一
五
一
―
〇
〇
五
三

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
―
一
―
二

T
E
L 
〇
三
―
三
三
七
九
―
八
二
八
二




